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決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和７年９月５日（金） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    村井 浩二    副委員長   早瀬 和信 

        委  員    斧田 秀明           岡野 秀子 

                西田いく子           䭜本 博之 

                松井 謙昌           濵地 知英 

        監査委員    中村 直幸    議  長   森田 忠彦 

４ 欠席委員                

５ 説明員   町    長  田中 祐二   企画担当課長  田中 信幸 

        副 町 長  村岡  篤   総務財政課長  岡本 啓子 

        教 育 長  中道 雅夫   地域整備課長  小濱 健一 

        政策総務部長  小角 孝彦   観光産業課長  木下 明紀 

        まちづくり推進部長  鳥取 勝憲   環境農林課長  川久保みのり 
 
                        教育総務課長         健康福祉部長  木村 厚江           武部 勝浩 
                        兼学校給食Ｃ所長 
 
        地域活性化推進                 堀内 孝茂   学務指導担当課長  竹井 輝隆 
        担 当 部 長 

        教 育 次 長  東條 信也   生涯学習課長  松岡 健一 

        秘書政策課長  小南 考弘 

６ 議会事務局  事 務 局 長  正野  正   書    記  山本 夕芽 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 令和６年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 
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午前 ９時３０分 開 会 

○村井委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日、決算常任委員会を再開させていただきましたところ、皆様にはお忙しいところ

ではございますが、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を再開いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 まず、まちづくり推進部関係についての説明を求めます。 

○鳥取まちづくり推進部長 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、まちづくり推進部所管の決算についてご説明申し上げます。 

 なお、昨日同様、職員人件費につきましては、各費目に共通することから、また、不

用額につきましては、別途、不用額調書を配布させていただいておることから、ともに

説明は省略させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 まず、歳出からご説明申し上げます。 

 資料番号０３０１０１、令和６年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について（全編）

をお願いいたします。 

 決算書５８、５９頁をお願いします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費のうち、地域整備課割当て分として５

９頁の下、公有用地管理事業、決算額１０万９千６４５円。これは道路、河川、公園用

地以外の町有地の維持管理に必要な消耗品の購入費でございます。 

 続きまして、６６、６７頁をお願いします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１０目企画費のうち、観光産業課割当て分として６７

頁下、大阪・関西万博事業決算額２２０万２千６３９円のうち、万博催事業務委託料２

１９万３千６３０円は、大阪・関西万博における大阪ウイーク出展に向けた企画や動画

作成に要した費用でございます。 

 続きまして、１１４、１１５頁をお願いします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費のうち、環境農林課割当て分とし

て１１５頁の上、狂犬病予防事業、決算額１０万５６６円は、飼い犬の登録や狂犬病の

予防に関する事業で、狂犬病予防注射に対する通知書の郵送料などでございます。 
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 なお、令和７年当初の飼い犬登録数は８１５頭、令和６年度における狂犬病の予防注

射の実績は４３３頭でございます。 

 公害対策事業、決算額１１１万６千２９８円、これは町内の公害対策に関する事業で、

報償費２万１千円は、ゴルフ場周辺の環境保全協議会委員３名分の報償費、委託料２１

万８千８５６円は、梅川、太井川、飛鳥川の水質分析業務委託料、負担金補助及び交付

金８７万５千円は、南河内３市２町１村の公害規制分野における共同処理事業負担金で

ございます。 

 続きまして、１２０、１２１頁をお願いします。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃費、支出済額２億７８５万１千８７２円でござい

ます。 

 続きまして、１２２、１２３頁をお願いします。ごみ事業決算額１億８千８７９万３

千３２５円。これは、町内におけるごみの処理に関する事業で、役務費４７万５千７３

２円は、各家庭で使用するごみシールの配送料、委託料７千２４２万９千５９４円は、

家庭系ごみ、家庭系臨時ごみ及び事業系ごみの収集委託料や犬猫死体焼却委託料でござ

います。備品購入費１４０万５千８００円は、死獣の一時保管のための冷蔵庫の購入費、

負担金補助及び交付金１億１千４３７万５千５４９円は、南河内環境事業組合に対する

負担金でございます。クリーンキャンペーン事業、決算額１２８万２千８１６円、これ

はクリーンキャンペーン実施に関する事業で、需用費１８万２千８１６円は、各町会に

配布するごみ袋等の消耗品購入費、委託料１１０万円は、キャンペーン当日に町内土建

業組合に委託する収集運搬、分別及び搬出処理委託料でございます。し尿事業決算額２

２６万９千９０３円、これは町内のくみ取りに関する事業で、委託料１９８万５千５３

３円は、し尿くみ取り及び仮設トイレなど臨時のくみ取りの委託料、負担金補助及び交

付金２８万４千３７０円は、町内の下水道区域外の方２６世帯に対するし尿整理券利用

助成金でございます。 

 ２目循環型社会推進費、支出済額３千１９１万２４８円、循環型社会推進事業決算額、

同じく３千１９１万２４８円、これはリサイクルに関する事業でございます。 

 １２４、１２５頁をお願いします。委託料３千１３２万２７８円は、ビン缶収集処理

業務及び金属類収集処理業務並びにペットボトルとプラスチック製容器など包装廃棄物

収集業務に対する委託料などでございます。負担金補助及び交付金４８万８千５６０円

は、自治会などが行っております古紙等回収に対する補助金などでございます。昨年度
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の実績は２９団体でございました。 

 続きまして、５款農林水産業費、支出済額６千４２７万６千１００円、１項農業費、

１目農業委員会費、支出済額３８８万６千８３９円。農業委員会運営事業、決算額３７

３万５千６３９円は、農業委員会の運営に関する事務事業で、報酬２７３万１千２８０

円は、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、合計１７名分の報酬及び会計年度任

用職員の雇用に伴うもの。役務費６万６千円は、不良状態にある農地の所有者に対する

改善通知などの郵便料、使用料及び賃借料２４万３千７８０円は、農業委員の研修に伴

うバスの借上料、負担金補助及び交付金３０万８千円は大阪府農業会議への負担金など

でございます。農業者年金事務事業、決算額１５万１千２００円、これは農業者年金推

進に係る事業で、農業委員、農地最適化推進委員１７名、並びに事務局分の全国農業新

聞の購読代金などでございます。 

 ２目農業総務費、支出済額３千５５万３千８３０円でございます。 

 １２６、１２７頁をお願いします。一般農政対策事業、決算額５１７万７千６９９円。

これは太子町の農業振興施策全般に関する事務事業で、報酬７２万４千９００円は、経

営所得安定対策の会計年度任用職員報酬、委託料１８８万７千２７４円は、農地台帳の

システムのプログラム保守委託料及びカラス、イノシシによる農作物被害防止を目的と

した有害鳥獣捕獲委託料並びに捕獲した対象鳥獣の処分委託料でございます。 

 なお、昨年度の駆除数はイノシシが８６頭、カラスが１３羽、アライグマ４１頭でご

ざいます。 

 負担金補助及び交付金２２０万６千５９２円は、太子町果樹振興会への助成金、大阪

府農業共済組合への負担金、農作物被害防止資材購入補助金７５万円は、農家の方が有

害鳥獣から農作物を守るために必要な資材の購入に対する補助金で、昨年度の実績は２

１件でございました。 

 また、大阪版認定農業者支援事業補助金４７万３千円は、農家の生産性向上のための

機械購入に対する補助事業で、昨年度は３名の方が共同で購入されたブドウの剪定枝の

粉砕機に対して補助を行っております。 

 なお、農作物被害防止資材購入補助金の申請件数が当初見込みより多かったことより、

耕地関連事務事業より５万円を流用しております。 

 新規就農者育成総合対策事業、決算額７５０万円。これは、新たな担い手である新規

就農者に関する事業で、認定就農者６名に対する経営開始型及び総合支援型の補助金で
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ございます。 

 ３目耕地事業費、支出済額２千３２９万９千７０１円。耕地関連事務事業、決算額同

じく２千３２９万９千７０１円は、農道や水路、ため池など農業用施設の維持に関する

事業で、需用費２７５万４千３３４円は、農道、水路など農業用施設１２件分の修繕費、

委託料１千１５０万６千円は、山田地区の奴山池におけるため池ハザードマップ作成業

務、同じく山田地区の山田大池潰廃工事のための実施設計業務など、工事請負費４５６

万５千円は、山田地区の水路約１４０メートルの改修工事に伴うもの。原材料費１４４

万７千６２２円は、農家自身が実施する農業用施設の補修に対する原材料の支給で、昨

年度は１２件分の支給を行いました。 

 １２８、１２９頁をお願いします。負担金補助及び交付金３０２万６千７４５円は、

大阪府が設置しております、ため池の水位を観測するためのため池防災テレメーターに

対する負担金、地元団体による農業用施設の維持管理活動に対する多面的機能支払い交

付金、並びに大阪府で実施する春日地区の七つ池改修事業に対する負担金などでござい

ます。 

 ２目林業費、１目林業振興費、支出済額６５３万５千７３０円。林業振興事業、決算

額３４万円、これは林業に関する事業で、負担金補助及び交付金として、二上山美化促

進協議会に対する負担金などでございます。 

 万葉の森等維持管理委託事業、決算額４０７万７千７３０円。これは大阪府より管理

委託を受けております二上山万葉の森の維持管理に関する事業で、需用費９８万５千１

２７円は電気料及び修繕費、委託料３０５万７千８００円は、万葉の森の施設園路の草

刈り、トイレ清掃などの施設の管理業務、浄化槽の維持管理業務のほか、ダイヤモンド

トレイルの草刈り業務でございます。 

 基金積立事務事業、決算額２１１万８千円、これは、森林の整備及びその促進に必要

な事業に要する財源に充当するための森林環境譲与税の基金積立金でございます。 

 続きまして、６款商工費、支出済額６千７８５万８千７２８円でございます。１商工

費、１目商工振興費、支出済額４千１２６万６千８９３円でございます。 

 １３０、１３１頁をお願いします。商工業振興管理事業、決算額２０２万１７０円。

これは、町内の商工業の振興に関する事業で、負担金補助及び交付金１９８万３千円は、

富田林商工会太子町支部助成金並びに富田林商工会本部への運営助成金などでございま

す。 
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 地域就労支援事業、決算額１６万７千６５０円、これは能力開発等就労に関する支援

を行う事業で、委託料１４万１千７５０円は、職業能力事業として、河南町と合同で実

施した医療事務講座９回分に要した経費、負担金補助及び交付金２万円は、富田林市す

ばるホールで実施した南河内合同就職面接会やセミナー開催に伴う雇用促進広域連携協

議会負担金でございます。 

 ２目消費生活対策費、支出済額９６万５千８２５円。消費生活対策事業は、住民の消

費生活相談などに関する事業で、Ｆ.Ｃ.大阪の選手と四天王寺大学の学生にご協力いた

だき、消費啓発動画を作成した委託料５万５千円及び富田林市、河南町及び千早赤阪村

と合同で実施している消費者相談事業への負担金８０万２千円などでございます。 

 なお、６年度の相談件数は全体で５８４件、うち本町住民からの相談は４６件となっ

ております。 

 なお、相談員の人件費が見直されたことによる負担金増のため、商工業振興管理事業

より６万３千円を流用しております。 

 ３目観光推進費、支出済額２千５６２万６千１０円。観光推進事業、決算額１千９９

５万２千６円。これは太子町の観光施策全般に関する事業で、報償費７千円は、観光ま

ちづくりビジョン評価委員１名分の謝礼。需用費１１万８千８１０円は、妹子トイレな

どの維持管理に要する電気、水道及び修繕費、役務費３万７千７６２円は、観光マップ

の郵送に伴う郵便料など、委託料９７０万７千１４０円は、妹子トイレの清掃及び浄化

槽の管理業務、マスコットキャラクターたいしくんを活用したＰＲ業務、観光文化プロ

モーション活動業務などでございます。 

 １３２、１３３頁をお願いします。工事請負費５４万８７０円は、観光事業に必要な

物品を保管している山田倉庫の倉庫内に棚を増設し、収納スペースを拡張した工事費用、

負担金補助及び交付金９５３万９千円は太子町観光協会への助成金及び南河内観光キャ

ンペーン協議会負担金並びに竹内街道・横大路活性化実行委員会負担金などでございま

す。 

 道の駅運営事業、決算額４４８万８千７１６円。これは、本町の道の駅の維持管理に

関する事業で、需用費１４２万７千３９２円は、道の駅に要する電気代、修繕費等、委

託料３０１万４千３２４円は、施設の清掃管理、機械警備などの維持管理業務費、負担

金補助及び交付金４万７千円は、近畿及び全国の道の駅設置市町村で構成される連絡会

の年会費でございます。 
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 竹内街道交流館維持管理事業、決算額４７万６千５８０円。これは竹内街道交流館の

維持管理に関する事業で、需用費３５万８千８８０円は、電気料及び水道料など、委託

料１１万７千７００円は、空調設備の保守委託料でございます。大阪・関西万博機運醸

成事業、決算額７０万８千７０８円。需用費１８万３千７００円はたいしくんの修繕費、

備品購入費５２万５千８円は、デザイン制作用のパソコン２台分の備品購入費でござい

ます。 

 続きまして、７款土木費、支出済額２億８千３４８万２千６９１円でございます。１

項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、支出済額７千８万５千５２円。 

 １３４、１３５頁をお願いします。道路橋梁管理事業、決算額２３１万５千４５０円。

これは本町が管理する道路に関する事務事業で、使用料及び賃借料１８０万８千４００

円は、積算システム利用に伴うプログラム賃借料。負担金補助及び交付金１０万２千円

は、大阪府道路協会など各種道路関係団体への負担金でございます。 

 町道維持管理事業、決算額３千５２８万７千６７６円。これは本町が管理する道路な

どの維持に関する事業で、１、報酬から８、旅費までは、年間を通じて作業を行ってい

ただいている会計年度任用職員に係るもの。需用費５０２万４９４円は、道路灯及びト

ンネル内照明２１５灯の電気料、道路関係の修繕２０件に要した費用、委託料１千６９

７万２千６１３円は、道路敷の草刈り、植樹帯の維持管理及び高木剪定などの業務に要

した費用、使用料及び賃借料２０３万８３２円は、道路照明灯のうち、ＬＥＤ照明灯の

リース料でございます。 

 １３６、１３７頁をお願いします。工事請負費７６１万３千１００円は、主に生活道

路の維持改良工事に要した費用で、原材料費９８万４千９２４円は、町道維持に必要な

レミファルト合材や砕石などの原材料の購入に要する費用でございます。 

 道路用地取得事業、決算額３０万８千円は道路用地の取得に関する事業で、登記委託

料３０万８千円は太子温泉前の道路内の民有地購入に伴う土地鑑定額の算定業務に要す

る経費で、残念ながら買収には応じていただけなく、鑑定委託料のみの支出となってお

ります。 

 アドプト活動事業、決算額１０万６千６９２円、これは公園や植樹帯などで住民の

方々が自主的に行っていただくボランティア活動に関する事業で、現在３団体が活動し

ていただいております。需用費３万９千２５０円は、ごみ袋などの消耗品、役務費２万

９００円はボランティア保険代、原材料費４万６千５４２円は、肥料や花の苗などの備
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品購入費でございます。 

 町道老朽化対策事業、決算額１千６８０万９千１００円。これは道路、橋梁の長寿命

化計画に伴う改修事業で、委託料３３０万８千８００円は、本町の管理する橋梁のうち、

府道美原太子線をまたぐ伽山橋の補修設計業務、工事請負費１千３５０万３００円は、

町道老朽化対策工事として、町道太子葉室線及び西山龍王寺線の歩道の舗装修繕工事、

並びに町道竹内春日線の鹿向谷大橋におけるジョイント部材の交換工事に要した費用で

ございます。 

 交通安全施設整備事業決算額２２０万２１５円。これは、カーブミラーや路面標示な

ど交通安全施設の整備、維持に関する事業で、工事請負費１９１万７００円は、町道六

枚橋太子線における区画線の修繕など、原材料費２８万９千５１５円は、カーブミラー

１７枚の購入費でございます。これらを購入して、破損、老朽化したものを職員の手に

より、直営で取替えを行っております。 

 ２項河川費、１目河川等改修事業費、支出済額２千１２５万５千１２１円。河川管理

事業、決算額５万１千７５４円、これは河川に関する事務事業でございます。 

 １３８、１３９頁をお願いします。負担金補助及び交付金３万４千円は、大阪府河川

協会など河川関係の団体に対する負担金でございます。 

 普通河川維持管理事業、決算額４７１万５５２円は、太子町が管理する河川水路等の

維持に関する事業で、需用費９７万３千９６２円は、本町が管理する普通河川の小規模

な修繕４件に要した費用。委託料２２９万９千円は、唐川ホタル保護区域の草刈り業務

並びに普通河川唐川の改修に伴う測量設計費、工事請負費１１３万１千９００円は、そ

の唐川の工事に要した費用でございますが、昨年度は進入路の確保のみ実施をし、本体

工事については、今年度実施予定でございます。 

 原材料費３０万５千６９０円は、河川や水路の維持に伴う原材料の購入費でございま

す。 

 ３項都市計画費、１目都市計画費、支出済額１億９千２１４万２千５１８円。都市計

画管理事業、決算額９２８万７千３０９円。これは都市計画全般に関する事務事業で、

報酬９万１千円は、都市計画審議会開催に伴う委員６名分の報酬、需用費２万８千９６

０円は、都市計画関連書籍等の消耗品購入費、委託料５１９万２千円は、都市計画マス

タープランの変更に伴うもので、総合計画と変更時期を合わせるため、令和６年、７年

の２か年で変更業務を実施しております。負担金補助及び交付金３９４万７千円は、都
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市計画関係の各協議会等に関する負担金並びに南河内広域行政共同処理事業負担金でご

ざいます。 

 １４０、１４１頁をお願いします。空家等対策推進事業、決算額７１万８６６円。こ

れは町内の空き家の対策や解消に関する事業で、報酬７万円は空家等対策協議会開催に

伴う委員６名分の報酬、委託料２２万円は、空き家の管理台帳システムのプログラム保

守に要した費用、負担金補助及び交付金３６万８千円は、昨年度スタートしました空家

バンク活用促進関連の補助金で、固定資産税に対する補助金が４件、家財道具処分に関

する補助金、仲介手数料に関する補助金がそれぞれ１件でございました。 

 なお、現在空き家として本町が把握している件数は９９件、空家バンクへの登録件数

は８件となってございます。 

 ２目都市公園費、支出済額１千８６９万６８４円。都市公園維持管理事業、決算額１

千６０５万６８４円。これは、本町の管理する都市公園１９か所及び住宅開発などに付

随する児童公園９か所、合計２８か所の公園の管理に要した維持管理業務で、需用費１

８０万７千９６９円は、公園照明灯６３基分の電気料及び水道代、公園のトイレ及び遊

具の修繕６件に要した費用でございます。委託料１千５３万２千６９１円は、公園の清

掃、除草及び高木剪定業務等に要した費用、使用料及び賃借料６６万４千８４８円は、

公園のＬＥＤ灯具６２灯のリース料、工事請負費２５７万４千円は、内之町公園、金井

戸公園２か所の遊具更新に要した費用でございます。原材料費２千５７６円は、都市公

園維持に必要な原材料の費用、備品購入費４６万８千６００円は草刈り機などの機材購

入に要した費用でございます。 

 都市公園整備事業、決算額２６４万円、これは公民館跡地における防災公園整備事業

に関するもので、委託料２６４万円は、公園整備に伴う測量設計業務に要した費用でご

ざいます。 

 ３目下水道費、支出済額１億３千６０６万６千７１円。これは下水道事業会計繰出金

事業として、１億３千６０６万６千７１円を下水道事業会計への繰出ししております。 

 ４目まちづくり推進費、支出済額７５万５千２９０円。景観まちづくり推進事業、決

算額１０万５千２９０円。これは花のあるまちづくりの会による庁舎周辺やポケットパ

ークなどの花づくり活動に関する事業でございます。 

 １４２、１４３頁をお願いします。需用費１万６千２６円は、活動に必要な消耗品及

び水分補給のお茶代、役務費３千円は、在籍６名の方の保険料、原材料費８万６千２６
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４円は、活動に伴う花の苗、土壌改良剤、肥料などの購入費でございます。 

 安心安全まちづくり推進事業、決算額６５万円。これは、危険な場所に建つ住宅の除

去や補強、古い住宅の耐震改修や除却等に対する補助事業で、負担金補助及び交付金６

５万円は、既存民間建築物耐震診断が１件分及び木造住居の除却３件分に対する補助金

でございます。 

 その２頁先、１４６、１４７頁をお願いします。 

 ８款消防費、１項消防費、４目水防費、支出済額９万１千８９４円は、水防事業とし

て、ゲリラ豪雨等に対する常備水防資材として、土のうや蛇籠などの資材購入費でござ

います。 

 少し飛びまして、１８４、１８５頁をお願いします。 

 １０款災害復旧費、支出済額５８万４千１００円、２項公共土木施設災害復旧費、１

目公共土木施設災害復旧費のうち、公共土木施設災害復旧事業、決算額５８万４千１０

０円。昨年１１月の長雨により、道路の一部が崩壊しました町道東条浄水場線の復旧に

伴う工事請負費でございます。 

 なお、本工事は、国庫対象額を下回る小規模なものであったため、予備費より４８万

５千円を流用して復旧いたしました。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 引き続き、まちづくり推進部所管の歳入についてのご説明を申し上げます。 

 恐れ入ります。２６、２７頁をお願いいたします。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料、収入済額９千９００円は、

ごみ集積所に設置されている電柱などの占用料でございます。 

 ４目商工使用料、収入済額１４４万円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子の施設使用とし

て、１か月当たり１２万円の使用料でございます。 

 ５目土木使用料、収入済額１千３０万９千７１２円。１節道路等占用料として、決算

額１千２３万１千２２２円。これは、道路敷などにおける電柱などの占用料など９６９

万８千５９０円。道路敷などの行政財産の目的外使用として５３万２千６３２円。 

 ２節都市公園使用料として決算額、７万８千４９０円。これは公園における電柱など

の占用料などでございます。 

 次頁、２８、２９頁をお願いします。２項手数料、３目衛生手数料、収入済額１千９

５３万１千６４０円。１節し尿くみ取り手数料、決算額１９６万５千４９０円は、一般
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し尿くみ取り券、無臭トイレ用券などの販売手数料で、２節犬猫死体処理手数料、決算

額６万円は、２４体分の死体処理の手数料、３節廃棄物処理手数料、決算額１千６９４

万７千４００円は、家庭系廃棄物処理手数料、１０３万２千１００円。事業系一般廃棄

物の処理手数料１千５９１万５千３００円でございます。 

 ４節飼い犬登録手数料、決算額５２万６千４５０円。犬の登録手数料２７万９千円。

狂犬病予防注射済票交付手数料が２４万５千８５０円。鑑札再交付手数料１千６００円

でございます。 

 ５節特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料、決算額２万９千７００円は、家電４品目、

テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機１１台分の収集運搬手数料でございます。 

 ６節し尿浄化槽管理業務許可手数料、決算額２千６００円は、本町が現在許可してい

る１社の更新手数料でございます。 

 ４目土木手数料、収入済額１０万７千６６０円。土木管理手数料、決算額１０万２千

５０円は、道路などの境界明示や屋外広告物等設置許可に伴う手数料など、都市計画手

数料、決算額５千６１０円は、開発許可申請及び登録簿の写しの交付に係る手数料でご

ざいます。 

 ３２、３３頁をお願いします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、４目土木費国庫補助金、収入済額２９４万７千

円。道路橋梁費補助金、決算額２６２万２千円は、橋梁保全工事等の町道老朽化対策事

業に対する道路メンテナンス事業補助金、まちづくり推進費補助金、決算額３２万５千

円は、民間住宅に対する震災対策推進事業補助金並びに木造住宅除却補助金でございま

す。 

 ３６、３７頁をお願いします。 

 １６款府支出金、２項府補助金、３目衛生費府補助金、収入済額６８２万１千６００

円のうち、環境農林課の所管として、１節保健衛生費補助金の公害防止事務補助金１１

万２千円、環境規制関係の移譲事務交付金８７万９千円、及び２節清掃費補助金８万２

千６００円は、所有者不明犬などの死体処理に係る交付金５万４千６００円及び獣医師

登録に関する移譲事務交付金２万８千円でございます。 

 ４目農林水産業費府補助金、収入済額２千３５７万８千４７４円。１節農業費補助金、

決算額２千３４２万８千４７４円で、主な内容としまして、ため池ハザードマップの作

成支援業務事業補助金が２７２万８千円、地域計画策定推進緊急対策事業補助金が１６



－１００－ 

１万７千４０円、ため池潰廃事業補助金が７９８万６千円。新規就農者育成総合対策事

業補助金７５０万円、多面的機能支払交付金９７万６千４３４円などでございます。 

 ２節林業費補助金、決算額１５万円は、大阪府自然環境保全条例事務処理等の移譲事

務交付金でございます。 

 ５目商工費府補助金、収入済額２６万３千９１２円は、啓発動画作成等に対する地方

消費者行政強化交付金及び電気・ガス販売事業場の立入検査などの移譲事務交付金でご

ざいます。 

 ６目土木費府補助金、収入済額１３８万７千６９５円。１節道路橋梁費補助金、決算

額５３万６千円、これは違法屋外広告物除却交付金及び移譲事務交付金。２節都市計画

費補助金決算額８３万９千６９５円、これは開発許可及び建築基準法事務交付金並びに

移譲事務交付金でございます。 

 まちづくり推進費補助金、決算額１万２千円は、震災対策推進事業補助金でございま

す。 

 ３８、３９頁をお願いします。３項府委託金、３目農林水産業費府委託金、収入済額

３９６万８千８６０円。これは、二上山万葉の森の維持管理運営に係る大阪府からの委

託金などでございます。 

 ４目商工費府委託金、収入済額３０１万６千２００円は、道の駅近つ飛鳥の里・太子

の維持管理に係る大阪府からの委託金でございます。 

 ５目土木費府委託金、収入済額２万６千円は、福祉のまちづくり条例委任事務費交付

金でございます。 

 続きまして、４２、４３頁をお願いします。 

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入、２節雑入のうち、まちづくり推進部の所管する

ものとしまして、下から５つ目より、資源ごみ売却代４７１万２千４７２円、農業者年

金業務委託手数料１１万４千６００円、建築物調査報告事務費１７万７千６６０円、地

図売却代９千８００円。道の駅に設置しております自動販売機の電気代が３３万９千６

２６円でございます。 

 次の頁、４４、４５頁をお願いします。竹内街道交流館設置の自動販売機の電気代が

３万９千１６８円、和みの広場に設置しております自動販売機の電気代１０万２３３円、

下から１２段目、子ども活動支援補助金１００万円は、公益財団法人ライフスポーツ財

団からの補助金、その７段下、魚腸骨処理対策協議会返還金２千４４６円は、協議会の
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解散に伴う分配金、１つ飛ばしまして、南河内広域行政共同処理事業負担金返還金２５

万４千円でございます。 

 以上で、まちづくり推進部所管の歳出歳入の説明を終わります。 

 以上です。 

○村井委員長 ただいままちづくり推進部関係の歳入歳出について説明がございました。 

 ここで暫時休憩とさせていただきます。再開は１０時３０分といたします。 

午前１０時１３分 休 憩 

                                        

午前１０時２９分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 それでは、開会の初日に町長の挨拶の中で触れられてた件についてちょっと

質問をさせていただけたらと思っています。 

 先ほどの説明の中にもありましたように、空家バンクの関連補助金というふうなこと

で、今回、件数というんですか。９９件のうち、８件で成果が表れたというふうなこと

なんですけれども、どのような手法でそれだけ増えたのか。そこら辺の取り組みを教え

ていただけたらと思います。 

○小濱地域整備課長 空家バンクの補助金についてになりますけれども、まず、ＰＲ、要

はホームページであったりとか広報での周知というのを徹底して行っております。 

 広報につきましては、年２回、掲載するようにしておりまして、その反響もありまし

て、実際、空家バンクの提供物件も、先ほどご説明にもございました８件、元々０件だ

ったものが８件に上がったと。空家バンクの利用をしたいという方々の件数につきまし

ても、１８名の方がおられるという状況で、実際その空家バンクの補助金の成立自体は

１名しかしておりませんが、今後増えていく可能性はかなり高いというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。本当に、空家バンクというんですか、空き家の問題

については、太子町、非常に、これから高齢化が進んできたりすると余計に大変になっ

てこようかと思いますので、住民の方のご意見というか、反映できるようによろしくお
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願いしたいと思います。 

 続いて、サーキュラーエコノミーという考え方というふうなことを開会のご挨拶の中

でも言われてたんですけれども、ここら辺、どういうふうなものかもうちょっと分かり

やすく説明お願いできたらと思います。 

○鳥取まちづくり推進部長 いわゆる環境関係の扱います未来協議会でちょっといろいろ

話題になりまして、率先してうちで一遍試験的にやってみようというのは、植田油脂と

の連携でございまして、いわゆる天ぷら油とか、ご家庭で出てくる廃油を利用して、そ

れを町役場でちょっと集めさせていただいて、それを植田油脂で集めていただき、利活

用していくということの活動でございます。 

○斧田委員 すみません。もう一度、ちょっと分かりにくいというか、あんまりちょっと

理解ができてなかったので。 

 いわゆるこのサーキュラーエコノミーというふうなものをやるというのは、太子町だ

けではなくて、近隣のところとも共同してやっていくというそこら辺の考え方のことな

のか。どうなんでしょうか。 

○鳥取まちづくり推進部長 サーキュラーエコノミー自体は、みんなでやっていくという

わけではなくて、いわゆる環境に取り組んでいくということのほうの意味でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。すみません。何かもうちょっと、深いところの内容

があるのかなというふうな部分でちょっと質問しました。 

 それと、先ほどの中でもあったんですけれども、地域計画というふうな形の中で、地

元で、今回の場合、どこまでそういうふうな住民の方の意思が、これで反映されたのか

というふうなことについて教えていただけたらと思うんですが。 

○川久保環境農林課長 地域計画の策定の件でのご質問かと思います。 

 地域計画は法定化されまして、６年度中に策定のほう義務づけられました。太子町で

は、５地区で策定を終了しておりますが、策定に際しまして、令和５年度に、今後の営

農の継続の意思があるかどうかといったようなアンケートを取りまして、６年度はその

アンケート結果を基に５地区で地域の集まり、話合い活動を各地区、３、４回行ってい

ただいております。 

 その際に出てきました課題ですとか今後の見通しですとかを皆さんでお話ししていた

だきまして、目標地図というのを作成したような状況になっております。今、その目標

地図と地域計画をホームページで掲載をさせていただいております。 
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 以上です。 

○斧田委員 すみません。ありがとうございます。毎年そういう形でいろんな意見を聞き

ながらやっていくということなんですけれども、その５地区で今回出てきた課題という

のを、具体的にどういうふうな課題だったのかというのを教えてもらえたらなと思うん

ですが。 

○川久保環境農林課長 地域の特性がそれぞれあるかと思いますが、概ね出てきているの

は、やはり農道が狭くて車が通りにくいとか、あと農道が老朽化しているとかいったと

ころで、よそから来られた方の参入がしにくいというところの課題は出てきています。 

 あと、有害鳥獣の問題、イノシシ、アライグマの被害が大きいというような課題が出

てきていました。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。もうちょっと高齢化とかそういうふうな内容のもの

というのも、こういう時代的な流れの中なので出てくるのかなと思ったけれども、案外

そういうふうなんではなくて、物的なそういうふうな要望が多かったということでよろ

しいでしょうか。 

○川久保環境農林課長 申し訳ないです。高齢化のほうももちろん出ていまして、やはり

後継者のいないというところは問題、課題として挙げられていました。 

 ただ、そこに新たな方にどのように参入していただくかというところを話し合ってい

た経過があります。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。取りあえず私のほうは以上で。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○松井委員 ちょっと幾つかあるので、順番にちょっと頁数を言っていきますのでお願い

いたします。 

 まず、３７頁の認定農業者とか新規就農者とかあるんですけれども、まず、認定農業

者というのは、今現在太子町にどんだけいたはるのかということと、新規就農者で、例

えば直近の令和４年度、５年度、６年度で何人就農されたかということをちょっと教え

ていただきたいと思います。 

 それから、同じ３７頁の中で、屋外広告物撤去ということあるんですけれども、これ

どんなふうに撤去、どういうもの、電柱の巻き看板なのか、置き広告とかどういうもの
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が撤去されているのかというところとそのやり方、その辺ちょっと教えていただきたい

と。 

 それから、１２９頁の万葉の森のところなんですけれども。 

○村井委員長 一旦、順番に質問いただきましょうか。 

○松井委員 わかりました。では、そこまでで一旦お願いいたします。 

○川久保環境農林課長 認定農業者のご質問です。 

 認定農業者の方、国版の認定農業者の方というのが、すみません、直近のあれなんで

すけど、７年６月現在で２４名いらっしゃいます。大阪版のほうが、国版と同じような

基準にはなるんですけれども、１９名いらっしゃいます。 

 新規の認定新規就農者の方は現時点で１１名、おられます。 

 ご質問の。 

○松井委員 新規就農者の場合だったらその年度ごとに、今年度は何人とかそういう形で

もし分かるんであれば教えていただきたいです。 

○川久保環境農林課長 そうしましたら、持っている資料で申し上げますと、令和３年に

認定新規就農者として承認された方が３人、令和４年が１人、令和５年が１人で、昨年

度が１人というような状況になっています。 

 以上です。 

○小濱地域整備課長 続きまして、違法屋外広告物の除却につきましてですけれども、平

成２８年度以降に違法屋外広告物の減少のため、太子町単独で除却活動を実施しており

ます。 

 昨年度につきましては２回実施しておりまして、活動方法につきましては、道路の沿

道にある電柱であったりとか、そういったところに張られている広告物を除却していく

ような流れとなっています。昨年度２回実施しておりまして、７月と１１月と実施を行

いましたけれども、それぞれ１件ずつ、除却を行っております。 

 以上でございます。 

○松井委員 そういった屋外広告物の場合、これやっぱり業者委託とかでトラックがグル

っと回っていって町の職員の人がそれを取っていいかどうかという判断求められるかと

思うんですけれども、そういった判断で、町の人の判断で、それいてまえというふうな

ことで、これはちょっと置いておくというふうなこととか、そんなふうな形でやって、

具体的にやってられるんでしょうか。 
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○小濱地域整備課長 除却に関しましては、町職員で行っておりまして、基本的には屋外

広告物の手引というか、そういったものに則りまして、これはもう違法であるというよ

うな判断をもって除却をしているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○松井委員 続きまして、１２９頁の万葉の森のところの関係なんですけれども、そこで、

火事とかですね、消火栓の整備状況というのを教えていただきたいということです。 

 それから、その消火栓がいざというときに本当にちゃんと稼働するのかとかそういっ

た把握をどのようにされているのかということと、消火栓であればどんなところから、

その水をするのにどんなところから、前の幹線道路のところから引っ張ってられるのか、

どう水の手当てとかされているのかということをちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○川久保環境農林課長 登山口のほうから万葉広場までには消火栓９つついてございます。

その間、防火水槽は２か所ありまして、釣堀の奥のところに貯水槽というのがあります

ので、そこから水を取るような形で聞いています。 

 防火水槽とか貯水槽の水の有無とか、あと点検、そのあたりは大阪府が年に１回され

ているということで聞いております。 

 以上です。 

○松井委員 ありがとうございました。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本委員 １２３頁、ごみ事業のところでございます。太子町のごみというのはやっぱ

り南河内環境組合が大変お世話になっているのですが、今回の令和６年度の月平均のご

みの収集、平均で結構でございます。それと、年間の総ごみ量は幾らあったのか。 

 また、昨年度よりも今回ごみが多かったのか少なかったのか、ちょっとお答えお願い

いたします。 

○川久保環境農林課長 申し訳ございません。月の平均の収集量というのはちょっと資料

持ち合わせておりません。個別の数量はあるんですけれども、平均というのはちょっと

すみません、持ち合わせておりませんので、ご容赦いただきたいと思います。 

 年間の総量でいきますと、家庭系のごみ、燃えるごみ、あと粗大ごみを合わせまして、

２万２千２２５キログラムになります。事業系が、ごめんなさい、申し訳ない。トンで

すね。２千２２５トンです。事業系が３７８トンになります。 
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 ごみの経年の比較なんですけれども、燃えるごみは若干増えております。ペットボト

ルも少し昨年に比べて増えております。事業系のごみも商業施設が増えた関係で増えて

おりますが、それ以外のごみに関しましては減少傾向にあります。 

 以上です。 

○嚨本委員 ごみの中でも、ここ最近ではリチウム電池もその中に入れられると。という

ことは、南河内環境組合に来たときに急に燃えてしまうというそういうちょっと現象も

起こっているということですが、太子町ではそういうリチウム電池の対応どうされてい

ますか。 

○川久保環境農林課長 リチウム電池の火災の報道がやはりありましてから、窓口にもか

なり問合せが、相談が増えています。 

 現時点では、リサイクルマークがついているリチウム電池におきましては、環境農林

課において拠点回収を行っております。回収したバッテリーはＪＢＲＣという小型充電

式電池の事業所等で組織されている業界団体により引き取っていただいているような状

況です。 

 ただし、ちょっと問題になっておりますような膨張したバッテリーに関しましては、

町でちょっと安全性の面から回収できませんので、購入先や量販店などをご案内してい

る状況です。 

 以上です。 

○嚨本委員 ありがとうございます。 

 次に、１３７頁、町道老朽化対策事業のところでございますが、私も少し前に一般質

問させていただいて、叡福寺から太井川、ＪＡまでの間の中央線の両サイド歩道、立体

に見えるペイント、それを前年度は一度塗っていただくことができました。 

 その後、まだ予算的に厳しいということもあったので、今後その対応として町として

どうしていただけるんでしょうか。お願いいたします。 

○小濱地域整備課長 昨年度につきましては、委員おっしゃっているとおり、太井川近く

にございます農協前のところを修繕させていただきました。 

 今年度以降につきましては、今年度につきましても、令和６年度に修繕した距離と同

じぐらいを修繕させていただきまして、今後につきましても、全ての距離を一気に仕上

げるというのは予算の兼ね合いもあり難しいので、数年かけて継続的に修繕を行ってい

きたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○嚨本委員 ありがとうございます。本当に子どもたちがやはりまだ１年生とかは広がっ

て歩いたりしますので、まだすごく削れているところとか、そういうところはやっぱり

きれいにやっていただければ大変ありがたくと思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。 

○村井委員長 ほかにござませんか。 

○松井委員 １３１頁のところで、観光まちづくり評価委員というくだりが出てくるんで

すけれども、そのまちづくりの評価委員さんというのは、町長さんが委嘱されているも

ので、具体的にどのようなことをされているのかということをちょっと教えていただき

たいんですけど。 

○木下観光産業課長 観光委員のビジョンの謝礼でございますが、これにつきましては、

町の観光ビジョンというものがございます。それを年に１回評価していただいておると

ころでございます。学識経験者により評価していただいておりまして、現在は、京都外

国語大学の吉兼教授に評価をお願いしておるところでございます。 

 以上です。 

○松井委員 その評価の基になるのは、どんなものを見ていただいて、アドバイスという

か、それを求められているんでしょうか。 

○木下観光産業課長 観光まちづくりビジョンにいろんな指標値ございまして、目標値が

ございます。それをこちらから実績値をご報告させていただいた上で、その点も踏まえ

て、町の観光を更に推進するにはどういった視点で、違う視点で進めていくのかという

ところをご意見いただいておるところでございます。 

 以上です。 

○松井委員 ありがとうございました。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○濵地委員 今シーズンの渇水による農業被害が何か連絡、報告入っているかどうか、教

えていただけますでしょうか。 

○川久保環境農林課長 農業被害に関しては、具体的なものは何も聞いていません。ただ、

渇水の影響か、日照の影響かちょっと分からないんですけど、ブドウの生育が遅かった

とかというのは、一部お聞きしました。 

 以上です。 
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○濵地委員 ありがとうございます。雨が降らず作物が育たないという声が農家から多く

寄せられておりまして、先日、山田の複数のため池の状況を視察に行ってきました。池

の水は涸れかけておりまして、農業においては、水は必要不可欠、池の浚渫などの渇水

対策の必要性も感じているところではありますが、渇水対策について今後どのような対

応を考えているのか。また、農家への支援策などを検討していることがあれば教えてい

ただきたいです。 

○鳥取まちづくり推進部長 政策的なことなので私から答えさせていただきます。 

 今年度の天候から、各地で農業水利の渇水が問題化されておりまして、国におきまし

ても、水利施設管理強化事業ということで、高温渇水対策に対する補助を新たに創設し

ております。ポンプの調達であるとか設置、運転の費用、要は燃料代とかの費用の２分

の１を補助するものとはなってございます。 

 しかし、今年度につきましては、ちょっと高温対策計画の策定などが要件がございま

して、ちょっと今年度の活用は難しいというふうになってございます。 

 ただ、今回の渇水によりまして、見えてきたこともございます。普段であれば使用す

ることがなかったため池の樋門であるとか、それが故障していた。普段は使ってないけ

ど、それはいざ使ったら故障していたということとか、緊急時の水利の系統、山田であ

れば南と北の系統はございますが、それを一時的につなぐような水路が過去にはあった

というふうに私も聞いておりましたが、それが長年使われていなかったことで使用でき

なくなってきておること、また、水路の漏水によりまして、下流の受益地まで十分な用

水が届かないなど、今回の渇水によって改めて確認できたということもございます。 

 ですので、山田地区に関しましては、特に昔から私も水利の方によくお話を聞くのは、

非常に水は豊富やというふうなことは聞いております。それらを補修、更新していくこ

と、既存の水利施設が保有する水量を有効かつ効果的に使用することができて、また、

将来にわたってその機能が確保できるということを考えれば、新たに創設された渇水対

策事業よりも、そちらを補修していくというふうなことが効果的ではないかというふう

な面もございますので、水利組合の関係者の方と十分協議をしながら、何が必要かとい

うことを進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○濵地委員 渇水対策、時間も費用もたくさんかかることで難しいことかと思います。た

だ、水がなくなってしまってから考えるということはちょっと難しいことでありますの
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で、前向きにご検討いただけたらと思っております。ありがとうございます。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 私は、町長の開会挨拶でいろいろおっしゃっていたなと思うサーキュラーエ

コノミー、今回廃油ということなんですけれども、資源を無駄にせず、製品や素材を長

く活用することで廃棄物を最小限に抑える経済モデルですというのが説明として見つけ

たんであるんですけど、それでいくと、今回これ出ていますけど、子ども服のリユース

事業とか生ごみ処理機とかそういうのも含めてなんですか。ほかにやっていることはあ

るのか。 

○川久保環境農林課長 すみません。環境農林課の所管でやらせていただいているのは、

今、委員おっしゃったような子ども服のリユース、植田油脂による廃油回収で、今年度

から、７年度からではありますが、生ごみ処理機の購入補助をやらせていただいていま

す。 

○西田委員 そういうのを含めてサーキュラーエコノミーというの、昔から教育委員会で

あったら、給食で油とかをちゃんとやっていたような気もするんやけれども、サーキュ

ラーエコノミーと言うたら何ですかといって皆止まっちゃったけど、これもこれもこれ

もうちがやっているやんというのはちゃんと手のひらに乗っとくべきなんだけど、その

意識があるのかないのか、今言ったことは。そのとおりですよなのかを教えてください。 

○鳥取まちづくり推進部長 大きな意味では、そういう循環型社会を目指すというところ

では、そういうのに則っております。 

○西田委員 ありがとうございます。ごみなんですけれども、家庭の世帯の人数変わって

くることもあるでしょうし、プラスチックごみがどんどん集めるので、そっちに流れて

いくのもあるんですが、割に、身近な方ではシールが余るという声を聞くんですけれど

も、その意味ではどういう感じやねんやろ。ごみは、先ほど言いましたけど、附属説明

資料にごみの量というたら排出量は２千８６０トンで前年度より９７％で減っているよ

とか書いてあるので、減っているのであったらごみシールなくてもいいん違うかなと思

うのと、先ほどの説明等々をちょっとどうなのかなと思いながら、今ごみシールはどう

なっているんやろ、余っていますという声が届くんか、案外買いに来る人が多いのか、

どうなんでしょう。 

○川久保環境農林課長 ごみシールが余っていますという、中々個別のお声は聞く機会は

ないんですけれども、ごみシールが足らなくて、買いに来られる方というのは一定数お
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られまして、昨年においては、７１万３千１００円の収入がありました。これでいきま

すと、３０リットルの券が３千４３０枚、４５リットルが２千６８６枚、粗大ごみが５

４６枚売れたような実績になっておりますので、その個人にもよるのかもしれないです

けれども、一定足らなくて買いに来られる方というのはおられます。 

 以上です。 

○西田委員 ごみシールが、ごみの減量化には役立っているというお考えですか。 

○川久保環境農林課長 やはり支給、無料の枚数で配られたごみの中で抑えていこうとい

うところの意識が働くかと思いますので、減量化にはつながっていると思います。 

 以上です。 

○西田委員 何度か言っているんですけれども、ごみの集め方、そういう生活様式が変わ

っている中で、また、高齢化が進む中で、本当金属ごみが出しにくくて仕方がないとい

う声を聞いているのが、ごみのステーションを増やすとかできませんかというのもあり

ますし、ペットボトル、夏場は増やしてくれますけど、ペットボトル使う人多いのかな。

通年で、今であったら夏だけ２回、普通は月１回、それを通年で２回にしてもらえない

かなとかいう声もあるんですけれども、そういうごみの集め方とかで検討していこうと

思っているのもありますか。 

 あと、今、高齢者と言うたけど、高齢者は、金属ごみだけではなくて、生ごみすら運

ぶのも大変という方がいてて、これも個別に収集というのはいかがですかというような

話もしていたんですが、集め方で何か検討しているところがあれば、今のままで続けよ

うと思っているのかちょっとお考えを聞かせてください。 

○川久保環境農林課長 ごみの集め方の問題なんですけれども、やはり財源を確保する必

要がありますので、例えば、ペットボトルの回数を増やすのであれば何か別の粗大ごみ

の回数を減らすですとか、戸別収集にするのであれば、また、別の何か集め方を変えて

いかないといけないというようなことが発生するかなというふうに思います。ですので、

戸別収集にすることによってメリットになる方もおられれば、回数が減ることによって

不利益を被られる方もいらっしゃるので、全体的なバランスとかごみの量とかも考えな

がら検討していくべきなところだというふうに考えています。なので、すみません、現

時点では、抜本的なといいますか、回数の変更等は検討のほうはまだ至っておりません。 

 以上です。 

○西田委員 年齢構成も変わってきていますので、そういうのをどっかで住民さんに聞く
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機会があれば、聞いてもらいたいなと思います。 

 あと、ごみの収集でいくと、すごくごみが、生ごみが散らかっているところがあった

りいろいろあって、あるときに急にちゃんと網かけたりとかして収まったりするんやけ

れども、そういったカラスに荒らされて、猫とかに荒らされて困っているからと言って、

役場に来て、役場がしてあげれることってあるんですか。 

○川久保環境農林課長 昨年度の事例でいきますと、そういったご相談がございまして、

例えば、ネットはかけているけれども、出す時間が早過ぎて前の日に出されたりなどし

て、カラス・猫に荒らされるというようなケースがありまして、実際に荒らされた現場

を確認させていただきまして、写真撮らせていただいて、ごみステーションのところに

看板として、注意喚起の看板として張らせていただいた経過がございます。 

 一定そのことで効果があったというところでは聞いております。 

 以上です。 

○西田委員 ごみの出す時間考えてくださいねという注意喚起もあるし、あと、分かりま

せんよ、カラスではないから。黄色のネットのほうがいいとか、それともう本当にひど

い、ネットをかけててもひどいところは、何か鉄のもうちょっとしっかりしたのを置い

ているところもありますし、そういうのを町として渡さないと言うのであったら、町会

で買ったりしているところもありますから、こういういいものありますよみたいなのを、

時々広報ででも紹介していただけたらいいかなと思うので、またよろしくお願いします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○松井委員 頁の１３７と１３９のところで、１３７であれば橋梁の工事とか設計という

ことを書いてあります。 

 それから、１３９では、普通河川の浚渫工事の測量とか請負工事というふうなこと出

てくるんですけど、そもそもその橋梁のとか河川のどこを浚渫するとか、橋梁の改修工

事をするとかいうのは、定期的に毎年毎年その点検測量といいますか、そういうことを

されているのか、あるいは何かパトロールとかされてて、ここなんかおかしいぞとか、

河川も非常に土がたまってきているというのを把握されて、実際にどのようにするかと

いう設計なのか、その辺のところをちょっと詳しく教えて。もう箇所決まって、どんな

形でやる設計なのか、あるいはどこが悪いかを点検してくれというそういう設計なのか、

そういうことも含めてちょっと教えていただきたいと思います。 

○小濱地域整備課長 橋梁の修繕につきましては、橋梁の長寿命化計画に基づきまして、
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個別施設計画というのを策定しております。 

 こちらにつきましては、ホームページにも載っておりますので、またご確認いただけ

たらと思うんですけれども、構造物の機能に支障が生じていないかを確認していってい

るんですが、平成２５年度に策定された国のインフラ長寿命化基本計画というのがござ

いまして、それに基づいた道路法改正を受けて、平成２６年度から、道路管理者は全て

の橋梁及びトンネルにつきましては、５年に１度、近接目視点検を実施しなければなら

ないというふうになっております。 

 ですので、それを踏まえて個別施設計画を作成しまして、橋梁の点検を行っていって、

修繕を行っていっているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○松井委員 河川の浚渫。浚渫工事はどういった形でこの箇所にしようとかいうようなこ

とを決めてやっていってられるんでしょうか。 

○小濱地域整備課長 河川につきましても、個別施設計画を策定しておりまして、それに

基づきまして整備していっているような状況でございます。 

 町が管理している河川というのが、善秀寺川、太井川、飛鳥川、唐川、山ン谷川、浦

ン川というところを個別施設計画で入れ込んでいまして、それにつきまして、河川の修

繕の優先順位をつけながら、それに応じた維持、修繕を実施している状況でございます。 

 以上でございます。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 農業問題をお尋ねします。 

 地域計画策定のお話がありましたけれども、その中で農道が狭い、鳥獣被害が多い、

高齢化で後継ぎが問題、後継者がどうなるかが心配。これに対して太子町として何をし

ようとか、太子町はその声を聞くだけなのか、農業政策としてどうしていくんかという

のを教えていただけますか。 

○川久保環境農林課長 農業従事者の高齢化、担い手不足というのは課題なんですけれど

も、借りたい人という方も一定数いておられますので、借りたい人、貸したい人のマッ

チングというところは、丁寧に現在も進めているところでございます。 

 また、ちょっと地域計画のほうにも書かせていただいているんですけれども、農地中

間管理機構というものを利用しながら、あっせんを進めていっている状況です。 

 農業者支援というところなんですけれども、中々、今、既存の鳥獣被害であるとか農
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道の補修ですとかそういった経済的なところで目に見えるところも少なからずあるのは

あるんですけれども、やはり中々、窓口で丁寧な対応というのは、かなり誇るべきとこ

ろというか、重点的に実施しているところではあります。 

 以上です。 

○西田委員 本当に農業もね、農家の方に任せているだけでは続けられへんと思うので、

やっぱり国であり、府であり、町でありが守るという立場に立っていかんと、中々、こ

の太子町の緑豊かな自然であったりというのは守れないんではないかなと思うので、町

独自で何するか、今、鳥獣被害に対する柵とかありますけれども、それでは足らない部

分をどうしていくんかということを考えてもらいたいなと思うんです。 

 いろいろ聞くと、農機具、本当高いんやということで、農機具に対する補助でもあれ

ばということであったんだけど、グループでやっていたら出しますよというのはあるん

やけど、個人だってあると思うんですよ。そういうところに対する補助ができないかと

か、それは考えていただけたらいいかなと思うんで要望しておきます。 

 それと、もう一つ、空家バンクのこともありましたけれども、太子町で新規にしよう

かなと思ったら、やっぱり広いちょっと農機具置く場所であったりとか作業する場所で

あったりとか、そういう小屋みたいなのがあったらいいなというのをお聞きするんやけ

れども、この空家バンクでそういった形で出ているんやろか。それとも、空家バンクと

言われたときは、住むおうち住宅という形が強いんでしょうか。 

○小濱地域整備課長 空家バンクの件につきまして、委員おっしゃるとおり特に、太子町

自体が田畑が多くて、農地つきのおうちが多数あるというところで、それを求められる

方というのはかなり多いです。市内であったりとか、そういったところから求めてくる

方もおられます。 

 実際その物件を空家バンクで登録しているかというと、中々そういった農地つきとい

うのは、正直２割ぐらい、１割、２割ぐらいの提供物件というところでお示ししている

状況です。ほとんどがやはり住宅街にあるようなおうちを空家バンクとして提供してい

る、しますというような意思表示があるような状況でございます。 

 以上でございます。 

○西田委員 太子町で農業したくてってきた人、４９歳だったらまたこういう新規就農と

かの入れるんやけれども、その方たちは５０歳以上で、借家を借りて、普通の借家だか

ら、別個に屋根とかついているガレージかな、借りて、農地借りてと言ってたらもう本
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当にまだまだやり始めて収入上がらないではないですか。 

 そんな中で、結局のところ、探してもないし、奈良だったら本当に何か広大な土地が

もう本当にちょっとで借りれるみたいな話も聞いてて、そういうところに行って、こっ

ちにも農地あるから、向こうからこっちに来ているという形を取りはったんですけれど

も、せっかく太子町で農業やろうと思っている人ではちょっともったいないなと思うの

で、太子町で中々、おうちがあって、納屋があって、広い土地があって車を置けてとい

うところがないのであったら、そういう借家と倉庫とどっかの土地と耕すところって、

ばらばらに借りなやっていかれへんことに対しても、何かちょっとどっかに補助できへ

んかなというようなことを農業政策の中でも少し考えていただきたいなと思うので、本

当農業を守るって、農業をやってもらうって、後継ぎがいないんですかね。そういう方

向に進むにはどういうことがあるかというのを本当によくよく考えてもらいたいなと思

いますので、要望しておきます。 

 次に、町道維持管理事業についてです。 

 本当に細かな、ちょっと穴が空いてて、車は跳ねて大変やから埋めてねと言ったらも

う本当にすぐ見に行ってくれるし、すぐ埋めてくれるし、本当に早いんです。 

 ただ、でも、やっぱり老朽化が進んでて、何やろ。一個一個の穴を直しているだけで

はもうすぐどっかやられちゃうなというようなところで、先ほど䭜本議員からもありま

したけれども、やっぱり旧の美原太子線、車をなるべく新道に誘導する方向で２つあり

ますけど、相変わらず、あの道路を通る車もありますし、あそこは子どもたちの通学路

ですし、住民の方の生活道路ということでは、やっぱりあまりに道が荒れていると、住

む環境にも影響してくるところもあって、太子の四ツ䭜、農協の辺りから向こうの方で、

本当に何件か聞いたんですけれども、トラックの運転とか大型車の運転が悪いと思うん

ですが、朝方大型が走ると、地震が来たんかなと思うぐらいに揺れるそうなんです。や

っぱり凸凹でパンって車跳ねるというのがあると思うんですけれど、もう家のサッシが

閉まらなくなってきているとかいうので、それも昔からではなくてやっぱり長年住んで

て、だんだんだんだん、家の老朽化もそれはあるかと思うんですけれども、ひどくなっ

ているという意味では、やっぱり道が影響していると思うんです。 

 そういうたくさん通るところの道路って中々やるのもしんどいと思うし、今ちょびっ

とずつと言ってますけど、最初のところから順番に５年も１０年も経てば、１０年もた

てば、最初がまた傷むといういたちごっこになるので、やっぱここは大きな予算つけて
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きっちりしたほうがいいと思うんやけれども、そうやって家が揺れて、車で振動して家

がちょっと傾くような話は届いていますか。 

○小濱地域整備課長 委員おっしゃっている、四ツ䭜付近の道路に関しましては、数年前

から、そういった音が鳴るというところは年に何件かご要望というのはあります。 

 あそこ自体が道路の下に下水道管が入っているため、空洞になっているんです。幾ら

その道路舗装を修繕やり直しても多少ましになるだけで、この振動自体がなくならない

というちょっと認識でおります。 

 道路管理者としては、あまりにもその段差があるところに関しましては、道路を平ら

にしつつ、なるべく軽減できるように努めていきたいなというふうに思っていますし、

そういったご要望というか、そういうのを含めまして、そういった個別施設計画であっ

たりとかに落とし込んで、今後検討できればなというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○西田委員 今、下水道とか通っていて、空洞でって、大きな事故は起こらへんと思いま

すけど、道路が陥没とかしても怖いなと思うので、それだけ古く下水道通って大分経つ

しというのもあると思うので、今おっしゃったように、ちょっとこれは大変やなと思っ

たら、少しここからちょっと力入れて直していこうかなというような方向に進んでもら

えたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 叡福寺前の道、これ景観がかかっていてそういうことになっているんかな、ちょっと

お尋ねしたいんですけれども。子どもの通学路、歩道中々通りにくいところ、グリーン

ベルトという形で、子どもの通学路ですよというのを表していると思うんやけれども、

景観の関係かグリーンではないですよね。それはちょっと見にくいし、結局のところ、

子どもたちの安全を守ることになるのかというような話もあって、あれをグリーンにす

ることはできないんですか。 

○小濱地域整備課長 叡福寺前のグリーンベルトにつきましては、委員おっしゃっている

とおり、景観に沿って落ち着いた色ということで、茶色が採択されたのではないかなと

いうふうに考えております。 

 茶色自体が目立たないかもしれないんですけれども、それに加えて、先ほど䭜本委員

がおっしゃったそのジスラインを表示させたことで、安全性というところに関しまして

は強化されているというふうに考えますが、やはりその景観計画というところも含めて

いますので、今後の課題というふうにさせていただきます。 
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 以上でございます。 

○西田委員 商業地ということで、カインズやラ・ムー建ったときも、それからコスモス

も建ったのも、よそで建っているようなあの色そのまま持ってきてもうたら太子町困る

と言って、明度か彩度か忘れましたけど、落としたじゃないですか。緑かってそういう

ふうにちょっと色を落とせばいけるん違うんかなと思う色をまた探っていただけたらと

思いますので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 続きまして、中央線なんですけれども、道路灯、ごめんなさい。羽曳野区域

に入っちゃうんですけど、道路灯が上ノ太子駅からずっとあって、ずっと防犯灯はつけ

てくれと言っているのは中々やけど、それもお願いしておきますけど、太子町から、上

から４本目の道路灯がずっと切れたままなんです。そういうのってここに言えばいいの

か、羽曳野に直接言ってくださいなのか。どうするんでしょう。 

○小濱地域整備課長 道路灯につきましては、地域整備課で管理していますので、うちの

地域整備課に伝えていただければと思います。 

 ごめんなさい。羽曳野区域につきましては、一旦そういったご要望というか、ご指摘

があれば本町から道路管理者というか、そこにお伝えすることはできますので、そこは

もう柔軟に対応させていただこうかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○西田委員 ありがとうございます。中々、あの道、それとセブン－イレブンのほうかっ

て、羽曳野の人がそう通るところではないから、羽曳野の住民さんが市に中々言っても

らえないと思いますので、気がついたときに言わせてもらって、ぜひ伝えてください。

よろしくお願いします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○濵地委員 クリーンキャンペーン事業についてなんですけれども、太子町歩いておりま

したらやはりちょっとごみが多いなというような印象が見受けられるところありまして、

年１回、クリーンキャンペーン事業、皆さんのお力をお借りしましてやっているかと思

うんですが、年１回だけではなく、複数回することというのは、事業的に採算の合うこ

となのか。いわゆるその１回で事足りているのか、かけるコストに対して結果が多いと

いうふうに捉えているのか、クリーンキャンペーン事業についてどのように考えている

か教えていただけますでしょうか。 
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○川久保環境農林課長 クリーンキャンペーンなんですが、以前は職員のボランティアと

いう形で進めさせていただいてたんですけれども、現在はこういった形で予算化してい

ただいて、年に１回させていただいております。 

 目的としましては、住民参加という面もありまして、住民の皆様の意識の向上、啓発

というところもありますので、年に１回、そういった機会を持っていただくというので、

一定その目的は達せれているのかなというふうに思います。 

 実際のまちをきれいにするというところは、日頃、日常、住民の皆様が自主的にとい

いますか、そういう意識を持ってやっていただくべきところでもあるかなというふうに

思っています。 

 以上です。 

○濵地委員 このクリーンキャンペーン事業が、費用対効果がいいものであれば、１回で

はなく、年２回とか複数回するというのも効果的なのかなと思います。 

 インターネットで、クリーンキャンペーン・回数という形で検索しましたら、吹田市

が我が町クリーン大作戦ということで年間２回の実施をしているようです。奈良県の王

寺町では、自分たちのまちは自分たちの手で美しくということで年４回されているよう

です。 

 クリーンキャンペーンにはお金もかかりますが、費用対効果が高いと思っているので

あれば、複数回の検討も必要かなと思います。 

 以上です。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 １３３頁、山田倉庫の工事、これ何するんですか。 

○木下観光産業課長 山田倉庫棚増設工事ということで、５４万８７０円執行させていた

だいてございます。 

 これにつきましては、山田倉庫に、聖燈会であったりとか夏祭り、そういった備品を

収納しておるところでございまして、灯路祭りの備品につきましては、協議会の会長の

個人の倉庫に直させていただいてたところでございます。 

 ところが、個人倉庫でございますので、会長がご自分のものをちょっと直したいとい

うことでご要望がありましたので、ご要請がありましたので、改めて、山田倉庫のほう

に収納するというところで、収納スペースが足りずに、中二階のような棚を組まさせて

いただいて、灯路祭りの備品を収納するスペースをつくらさせていただいたところでご
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ざいます。 

 以上です。 

○西田委員 山田倉庫というのは、そういうのやろ、物を置くだけの収納倉庫なのか、防

災備品も置く倉庫なのか、今どういう扱いになっているんですか。 

○木下観光産業課長 今現在、収納倉庫として使わさせていただいております。先ほど申

しました聖燈会であったり夏祭り、あとクリーンキャンペーンの備品等も収納しておる

ところでございます。 

 以上です。 

○西田委員 見せてもらったけど、外側が前に見たときと一緒であったら、中々のもので、

これを公共施設という扱いにしていいのかどうかも分かりませんけれども、それでいっ

たら、風が吹いたら吹き飛びそうな倉庫なので、棚を置いて置きやすくなるだけの工事

ではなくて、これは抜本的にどうするかというのをちょっと考えてもらえたほうがいい

んではないかなと思いますので、これは要望しておきます。 

 続いて、竹内街道交流館。あそこはあまり昔は使われてなかったような気もするんで

すけれども、最近、割に音楽活動で利用しますとかあるんですか。それは、ごめんなさ

い、見つけられなくて、収入を得る施設としてなってきているのかなという入りはどこ

に。 

○木下観光産業課長 我々の所管する竹内街道交流館としましては、交流館の一部ですね、

倉庫の二階部分を観光協会の事務スペースとして使わせていただいておるところでござ

います。委員おっしゃっておられるのは、恐らく下の山本邸であったりそういったとこ

ろの利用になるかと思いますので、そちらの所管はまた教育委員会になりますので、そ

ちらでお尋ねいただきたいと思います。 

 以上です。 

○西田委員 ごめんなさい。ありがとうございます。 

 続きまして、これは、さっきの道路になるのかしら。新道あるではないですか。こっ

ちから太子のほうのガソリンスタンドに向かうでしょう。それで高架にちょっとなって

いて、下りていくと思うんやけど、高架の下、伽山の辺り、トンネルあると思うんです

けれども、そこのトンネルが暗くて、明かりがもうちょっと明るくなれへんかなと思う

のと、落書きが割に汚いですよね。そういうのとか、トンネル出たところ、南側になる

のかな。割に法面に草が生えていて、ちょっと見通しが悪いというか、雨の時かな、土
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砂が流れ込んだりとかもするので、そういう草刈りを誰がするのかとか、そういう景観

を損なうというか、落書きとか、暗くて電気が切れているとか、そういうのはどこが管

理するんですか。 

○小濱地域整備課長 先ほど、ご説明というか、ありました伽山の辺り、トンネルに関し

ましては、地域整備課が管理しております。 

 昨年度だったと思うんですが、同様の暗いとかというところを指摘されたと思います。

確か交換させていただいたかと思います。ＬＥＤに確か変更したと思うんですが、管理

としてはうちになってきます。 

 落書きが多いとかというところは、結構言われるところでもあるので、そこについて

は、もう随時私らもパトロールしながら消していくような、いたちごっこになってしま

うかもしれませんけれども、そこはもう随時対応していこうかなというふうに考えてお

ります。 

 草刈りについても、町道であれば地域整備課で対応をすぐさせていただきます。府道

であれば大阪府に要望するような形になっています。 

 以上でございます。 

○西田委員 よく、これって町会に言うたほうがいいの、役場に言ったほうがいいのと言

われるんやけれども、今のでいけば、役場に言うのが正しいということですね。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 これが最後でね、３７頁の棚田ふるさと保全事業補助金、これはどこに使わ

れているんですか。 

○川久保環境農林課長 大阪棚田保全事業補助金という大阪府の補助金なんですけれども、

上ノ太子観光みかん園に補助しております。対象の事業なんですけれども、みかん園で

やっていただいている農道の補修ですとか草刈りとか、そういった経費に充てていただ

いています。経費の１００％、府の補助になっておりまして、上限の３０万を頂いてお

ります。 

 以上です。 

○西田委員 中々、大阪府から農業関係にお金がもらえている気はなかったんやけれども、

そういうふうにみかん園に対して出してくださっているということで、ありがとうござ

います。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 
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 では、ちょっとすみませんが、私からちょっと何点か質問させていただきたいので、

副委員長と交代させていただきます。 

○早瀬副委員長 村井委員長。 

○村井委員長 先ほどの西田委員のちょっと関連したところの、重複しているところもあ

るんですけど。 

 まずは、空家バンクのところなんで１２７かな。１４１、空家バンクなんですけど、

西田委員からもご質問あったかと思うんですけど、やっぱり農家さん、何というかな、

農家仕様の家ってあると思うんですよね。倉庫があって、ちょっと農小屋みたいなのが

あって、軽トラ、農機具は何台か止めれてみたいなね。そういうところの、中山間地の

太子町としては、やっぱそういうところの需要、特に大阪市内でお住まいであった方が

もうそろそろいい年になってきたからちょっと郊外でゆっくり過ごしたいんやという方

もいらっしゃいますしね。だから、そういうところの需要があるというのは、さっきご

答弁もあったけど、やっぱり新規就農者、４９歳という縛りの中で、新規就農者の制度、

もしくは農地バンクの制度と、この空家バンク制度というのを絡めていくことによって

相乗的な効果があるんではないかなとは思っとるんですけど、また、うまいことそうい

うところの支援ができて、そういう支援があるのだったら太子町を１回考えてみようか

みたいなところもあるかと思うので、ちょっとそういうところのお考えないのか教えて

いただけませんか。 

○鳥取まちづくり推進部長 確かに委員おっしゃるように古民家風の農家の家というのは

確かに需要がかなりございます。求められている方も非常に多いです。ただ、物件がな

いのが現実です。 

 ただ、うちとしましても、まちづくり推進部を２階でワンフロアでやっていますので、

ちょうどこちらで農林のほうでちょっと、どこどこに住んでんねんけど、こちらで農業

したいという相談が窓口に来ます。当然その方々に対しては農林のほうでもうちでも太

子町でも空家バンクとかありますので、こういうことを一度ご相談くださいという横の

連携は必ず取るようにはしておりますので、そういうふうなほうには進めておるつもり

でございます。 

 以上です。 

○村井委員長 組織の連携、そういうところもやっぱりやっていただいているというご答

弁なんですけど、やっぱり制度の、支援制度の中の追加支援みたいなね。農家、こちら
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で農地バンクを活用して農業される場合は、また空家バンクでまだ更にオプション追加

というか、追加支援がございますよみたいな、制度の改正というのもね。ちょっとそう

いうところもうまいこと合わせていただいたら、もう三方よしになってくるんではない

かなみたいな感じのところもありますので、その辺のところもお願いしておきます。 

 あともう１個西田先生のところであったのが、ごみステーションなんですけど、１２

３頁かな、ごみステーションのところの、今いろいろあるのが、やっぱりカラスもあり

ますし、何か鳥獣被害もありますし、モラル、マナーを守っていただけないごみステー

ションが所在するというのもありますし、ただ管理されている皆さんの中で、ネットと

か、特に多いのが最近カゴの開け閉めして、折り畳めないけど、でもしっかりとスペー

スを確保した上でカゴをやりたい。また、ブロック塀でしっかりやりたいというような

ところのことで、今支援補助制度あるかと思うんですけど、そこの、例えば物価高騰に

よる補助制度の増額というのは考えられないのか教えていただけませんか。 

○川久保環境農林課長 委員おっしゃるとおり、ごみステーションの改善とか改築に関す

る補助金はありますが、そこに物価高騰というのはちょっと現時点では考えていません。 

○村井委員長 何に関しても物価が高騰していますし、それがやっぱり個人の１人のこと

でごみステーションに出すのであったらサービスだけど、やっぱごみステーションって

何軒かの共同事業になっていますので、やっぱそういうところの負担が出てきたらそれ

ならやめとこうかとなり得るので、やっぱりその物価高騰、カゴ１つ、ネット１つにし

ても、ブロック１枚にしても結構な値段が上がっとるので、やっぱり今のところは検討

されてないかもわからないですけど、その辺のことも加味して充実した補助制度にして

もらいますようお願いしておきます。 

 次に、１２７頁のところの有害鳥獣関係なんですけど、イノシシ、アライグマという

ことがあったんですけど、昨今の私が認識している中では、春日地区で数年前からそう

いう被害が出ているようなところがあったのが、今度山田地区のほうまでずっと上って

きたヌートリア。ヌートリアの被害がずっと川上のほうに上がってきて、ヌートリアの

食欲というか、食性というか、すごい勢いで、何でもかんでもかじっていきよるって。

それで、特に根菜類とかが好きなんかな。やっぱそういうところの農業被害が出てて、

先ほど言いましたように、やっぱり家庭菜園なり、そういうところ、道の駅に出荷しよ

うと思ってんけれどもうあかんわ、とかいうてよく聞くんですけど、そのヌートリアの

被害と駆除といったところでは今どういうふうに報告を受けてはんのか。また、駆除に
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関してはどういうふうにお考えなのか教えていただけませんか。 

○川久保環境農林課長 ヌートリアの被害なんですけれども、委員おっしゃるとおり、一

部の営農地とか家庭菜園での被害は耳に入ってきております。 

 大阪府内においても、昨今、調査等で「被害なし」と回答する割合が減ってきている

ということで、ヌートリアの生息地域が進んできているのかなというふうな認識はして

おります。 

 現時点での補助制度なんですが、有害鳥獣の電気柵とかで入らないようにという自衛

をしていただくようなことでご相談をさせていただいているような状況です。 

 以上です。 

○村井委員長 ヌートリアの被害といったところで、被害とやっぱりヌートリアの巣です

か。よう河川とかため池に、長いのだったら１０メートルぐらいの穴を掘って巣をつく

るとかいうて、そういう調査が出ている。やっぱそういうところの河川の崩壊、ため池

の決壊とかいうところにつながることもあるということも報告ありますし、ただ、ヌー

トリアを今捕獲器で太子町の農家さんが、住民さんですね、捕獲されたと。太子町役場

に捕獲したんですけどということで持ってこられた。処分お願いします言うたら、処分

していただけるのか。もしくは、その処分のときの費用が、誰がかかって、誰が支払う

のか教えていただけませんか。処分費用について。 

○川久保環境農林課長 ご自身の農地で死んでいるヌートリアに関してはご自身で処分し

ていただくような形になりますので、役場にお持ちいただく場合は、処分費を徴収させ

ていただく形になります。 

 以上です。 

○村井委員長 これが、法律と制度のはざまで、住民さん、農家さんが、何で捕獲者した、

被害出た、捕獲して処分、役場持っていったら費用求められると言われる、制度の本当

にはざまのところで、大変なことやと思うんですけど。ただ、ヌートリアの捕獲件数っ

てそんな年間１００匹も２００匹もまだないと思うんですよ。 

 だから、その辺は予算しっかり組んで、困っている農家さん、要するに、さっきもた

め池、水利関係のところで災害関係の話もありましたけど、被災されている農家さんか

ら費用を求めるというのは、いざ災害と考えたときに、やっぱりその辺はちょっとどう

なんかなと思います。 

 ただ、これは制度上のはざま、もしくは法律上、鳥獣保護法とかいろいろそういうと
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ころのはざまのところで、法律上、条例上のところはあるんかもわからないんですけど、

その辺はちょっと何らかの、せっかく捕まえて役場持ってきて、これそうですかと逆に

褒めてもらえんかなと思ったら逆に金取られたみたいなね。そういうことになってしま

っているので、またその辺のところも改善できる範囲内で、またできるんやったらお願

いしときます。 

 １２３頁ですかね。先ほどからもありました食用油の件なんですけど、これ食用油が

２階のところにポストみたいなあれが置いてあって、あっと思ってこんなんやってはん

な。また見てたら植田油脂さんと一緒に公民連携という形で進められているかなと思う

んですけど、これ、明日の教育委員会関係なってくるかもわからんけど、学校給食セン

ターの廃油、食用油の廃油って、あれをそのままこの食用油のリサイクルとかこういう

取り組みにできひんかなと思うんですけど。ただ、やっぱり廃油の、教育委員会関係し

てみたら給食センターでは廃油の売払いというのがやっぱり幾分か発生しているかと思

うので、一概にああそうですかということにならへんかと思うんですけど、その辺のと

ころ検討されたのか教えていただけませんか。 

○川久保環境農林課長 給食センターの廃油の売払いなんですけど、やはりちょっと、同

じ廃油ですけれども、趣旨が違うのかなというところで考えています。給食センターか

ら出た廃油というのは、事業活動で出た油ですので、事業者が適切に処理するというと

ころで、売って財源確保というところの１面かなと思うんです。 

 今回の植田油脂さんへの廃油の事業なんですけれども、住民の方に使用済みの油を持

ってきていただいて、それを航空燃料につなげていくリサイクル活動の１つなので、住

民さんの意識、ＳＤＧｓの意識ですとか脱炭素社会への意識づけというところの側面が

あるのかなというところで考えています。 

 それぞれ別の目的があっての事業かなというふうに考えています。 

 以上です。 

○村井委員長 それをまた教育委員会と検討していただけたということで、検討した結果

も中々難しいことやったらしゃあないと思いますし。 

 １２７頁の次に、山田大池の潰廃事業についてなんですけど、これの制度、どういう

制度になっとるのかと、あと、その潰廃終わった完了した土地を土地活用について、ど

ういうことを、土地活用についてちょっと教えていただけませんか。 

○川久保環境農林課長 山田大池の潰廃事業なんですけれども、潰廃事業というのは、利
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用実態がなくなって不要となったため池に起因する災害防止の観点からする事業で、池

の堤をＶ字カットして池の貯水機能をなくすという事業になっています。 

 ですので、池の機能はなくなりますが、その後の土地活用というのは、例えばその駐

車場にするですとかそういったことはできないという事業になっています。なので、池

の持ち主の方にその後の維持管理をしていただく予定になっております。 

 以上です。 

○村井委員長 もう１個確認ですけど、その費用ですね。事業の費用負担のところ、個人

の負担の有無、あるんやったらどれぐらいの割合でため池所有者さんが負担せなあかん

のか。また、完了した後、駐車場、家を建てたいんやとか、そこ倉庫にしたいんやとか

いうことが可能なのか可能でないのか教えていただけませんか。 

○川久保環境農林課長 すみません。潰廃工事の費用分担は持ち主の方にはありませんで、

１００％補助になっております。 

 その後の開発した後の土地利用も、先ほど申し上げたとおり、駐車場とかそういった

ことには使えません。 

 以上です。 

○村井委員長 １３７頁。これ交通安全関連の、これ特に教育委員会も大きく関連してく

ることなんですけど、あえてここでちょっと聞かせてもらいます。 

 さっきの屋外広告物っていったところの話も、質疑もあったと思うんですけど、町内

ずっと見渡したときに、町道だけではなくて、いろいろフェンスのところとかよく出て

いるため池のところとかね。例えば、飛び出し注意とか、スピード落とせ、池で遊んだ

らあかんよとか、痴漢注意とかいう、各部署でいろいろ町内に啓発、また、注意勧告の

看板を設置されているかと思うんです。 

 ただ、長年つけられて、もう老朽化ぼろぼろになってしまって、何か看板が２つ折り

になっていたり、書いているのが何が書いているのか分からへん。下の太子町だけ分か

る。もしくは、太子町役場ではなくて、各種団体で、例えば学校関係ではＰＴＡの皆さ

んで出ている通学路注意みたいな看板つけられたと思うんですけれども、数年ずっとつ

けっ放しで傷んでいるとかいうところのことがあちこちで見かけるんですけど、その辺

の再整備というたところは、どうなんか。地域整備課で答弁できるのか、その辺の屋外

の看板としての再整備というところのお考えはないのか教えていただけませんか。 

○鳥取まちづくり推進部長 おっしゃるようにたくさんの看板が町内にあります。各部署
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において、その目的に応じて設置されたものでございますので、もしこういう看板があ

るのだけど、ちょっとぼろぼどやけどどうにかならんかというのを、原課で対応させて

もらいますので、その原課のほうに言っていただければと思います。 

○村井委員長 あと次に、１４１頁のところの防災公園の事業のところで、防災公園の予

定地の中に個人所有地が所在するのかしないのか、その有無を教えていただけませんか。 

○小濱地域整備課長 防災公園の予定地につきましては、個人所有地はございません。 

○村井委員長 ありがとうございます。 

 最後に、１３１頁のところの観光関連のことであえて質問をさせていただきますけど、

ご答弁は総務からの答弁になるかもわからないんですけど、六枚橋のところにあります

町有地、当初観光関連で何かそういう活用をしていくという計画があって、それが白紙

になったのか廃止になったのかちょっと分からないですけど、そのままなって塩漬けに

なった町有地がございますよね。 

 あれが今、これからの利用計画というのをそもそも今何か考えてあるのか、教えてい

ただけませんか。 

○木下観光産業課長 そちらの土地につきましては、観光産業課で維持管理を行っておる

ところでございます。具体案は今のところございません。ただ、役場の隣接地でもあり

ますし、竹内街道沿いでもある良い立地であることは認識してございます。今後良い活

用案があれば、ご相談させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○村井委員長 今、課長おっしゃったように、前からやっぱり太子町の真ん中でもありま

すし、これから秋のいつもの風物詩、恒例の灯路祭りのメインのやっぱりエリアになり

ますし、そういう土地。あえてその土地を購入しに行ったという経緯がございますので、

その辺もちょっと積極的に前向きにちょっと検討、構想なり計画なりつくってもらいま

すようお願いしておきます。 

 最後にすみません。２６頁、２７頁、ちょっと入りのところのちょっと質問なんです

けど、電柱占用料、電柱だけにかかわらずほかの部署にも占用というところの行為で占

用料を頂いているのがあるかと思うんです。 

 ただ、先ほどやっぱり昨今の物価高騰、いろいろな理由からやっぱ占用料の見直しと

いうのが、どの程度の期間で見直しを行われているのか。また、見直しをこれから、さ

れてなかったら見直しをするというふうなところのことをお考えなのか教えていただけ
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ませんか。 

○小濱地域整備課長 占用料につきましては、今のところ改定する予定はございません。

変更の際には、変更する根拠が必要となるので、他市町村の事例を参考にしながら今後

研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○村井委員長 今回、総合計画、また、都市計画マスタープラン、これからしっかりとし

たのをまたつくっていくというところの段階ですけど、やっぱりそういうところで、使

える土地によってはエリアしっかりと産業とか商業施設、いろいろやっていこうという

総合計画もしくは都市計画マスタープランやっていこうとしていると思うんです。その

中で、やっぱり占用の条例を改正してまでも、やっぱりしっかりとご負担いただくとい

う、行政の公共物でありまた、法定外公共物でもありますので、そこを占用されるとこ

ろにはしっかりと使用料、占用料を求めていくというようなところが、今の周辺自治体

どこもそうだと思うんです。しっかりとその分をご負担いただきますよということを求

めていかなあかんと思うので、また、近隣の市町村の占用料の見直しとかいうところも

また参考に、またこれから進めていただければいいかと思いますので、その辺のところ

もご検討をお願いしておきます。 

 以上です。 

○早瀬副委員長 ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○早瀬副委員長 ないようでございますので、村井委員長と交代いたします。 

○村井委員長 改めて、ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、まちづくり推進部関係についての質疑を終わ

ります。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は１３時とさせていただきます。よろしくお願いします。 

午前１１時５１分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開いたします。 
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 再開する前に、まちづくり推進部より、午前中の会議のご答弁の修正がございますの

で、説明をお願いします。 

○鳥取まちづくり推進部長 ありがとうございます。 

 先ほど、まちづくり推進部関係の中で、旧の美原太子線の太井川から西側における道

路の振動についての質疑に対し、その原因があたかも埋設されている下水道管であるよ

うな答弁がございました。確かに当該道路には直径１メートルの下水道管が埋設されて

はおりますが、その深さは約６メートルから３メートルと非常に深い位置にあるため、

管渠そのものが振動の原因ではございません。 

 あの道路については、叡福寺方面からの谷筋にあたりまして、非常に地下水が多く、

そのため、工事についても非常に苦慮した記憶もございます。それが振動の原因の全て

ではございませんが、必ずしも下水道管が振動の原因ではないということを訂正させて

いただきます。 

 また、埼玉県八潮市で発生しました下水道管渠に起因する道路の陥没事故のような下

水道管管渠の損傷や空洞についても問題ないことも併せて申し添えさせていただきます。 

 以上です。 

○村井委員長 それでは、教育委員会関係の説明に入る前に、今回、今年度９月議会から

教育委員会のほうで、参考資料といたしまして、教育委員会の点検等評価報告書という

ことで議会に報告していただいています。 

 また、ご審議のときに、参考資料としてご活用できたらとも思いますので、お願いし

ます。 

 また、例年は１２月議会に提出されてたものを今回の９月議会に間に合わせていただ

きまして、また、委員長としても、教育委員会の皆様にご尽力いただくことに深く感謝

お礼申し上げます。ありがとうございます。 

 それでは、会議に進めさせていただきます。 

 それでは、教育委員会関係の歳入歳出について説明を求めます。 

○東條教育次長 それでは、教育委員会が所管しております町立学校園、給食センターを

含む、教育総務課所管及び生涯学習センター、総合スポーツ公園、歴史資料館等の生涯

学習施設を含む生涯学習課所管の決算説明をさせていただきます。 

 それでは、歳出の説明からさせていただきます。 

 教育費の１４６、１４７頁をお願いいたします。 
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 それでは、教育費の総額なんですけれども、頁一番下の９款教育費、支出済額７億５

千２１７万２２６円で、一般会計総額に占める割合は１１.２％となってございます。 

 なお、繰越明許費６千９８７万８千円は、中学校本館トイレ改修工事の翌年度繰越額

となってございます。 

 それでは、備考欄の各事業の主な内容を説明させていただきます。 

 １４８、１４９頁をお願いいたします。１項教育総務費、１目教育委員会費、支出済

額１億９千７１６万９千６０円。教育委員会運営事業３千３８３万４千２７２円。教育

委員４名の報酬や会計年度任用職員の報酬など、教育委員会の運営や各学校園に共通す

る経費で１節報酬の会計年度任用職員報酬２千２７４万２千５４０円は、小中学校の介

助員１１名、学校巡回作業員１名、小中学校図書司書１名に係る人件費となってござい

ます。 

 １５０、１５１頁をお願いいたします。学校保健事業７００万４千４４５円は、児童

生徒の各種健診に係る学校医の報酬や検査委託料、学校管理下における児童生徒の災害

給付を行う日本スポーツ振興センターへの負担金など、学校保健に係る経費で、７節報

償費の学校各種健診医師等報酬費４千１０５万３千８８０円は、幼稚園、小中学校の園

児児童生徒９４１人分の健診に伴う内科医等１８人に対する報酬費でございます。 

 次に、教育振興事業１千２１万４千７６６円は、教育研修会の講師謝礼や、小学５、

６年生及び中学生の英検受験に対する補助金などで、１０節需用費の消耗品は４年に１

度の教科書採択に伴うもので、令和６年度より小学校で使用する教師用の教科書と指導

書の購入を行ってございます。１８節負担金補助及び交付金の１１２万４千６８０円は、

英語検定試験検定料補助金で、町立中学校を準会場として実施した町立中学校の２８３

人分に加え、個人への助成分の町立小学５、６年生２０人分と私立中学校２人分の受験

料への補助でございます。 

 次に、ＡＬＴ配置事業８千７０５万７千５５２円は、ＡＬＴ２名の報酬等、町立学校

園に対するＡＬＴの配置に要する経費となってございます。 

 次に、総合学校支援事業４８１万３千３００円は、スクールソーシャルワーカーや学

校支援チームの弁護士の謝礼等、学校の様々な教育課題等を専門的な見地から解決を図

るために要する経費となってございます。本事業では、スクールソーシャルワーカーを

各小中学校及び関係機関へ１７５回派遣を行ってございます。 

 更に、学校支援チームとしては、スクールカウンセラー、スクールロイヤー、スーパ
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ーバイザー、スクールソーシャルワーカー及び学校長のＯＢの学校への派遣を行ってご

ざいます。 

 １５２、１５３頁をお願いいたします。児童生徒支援教室運営事業２５３万７千４５

８円は、指導員２名の報酬など、教室運営に要する経費でございます。児童生徒支援教

室ですが、通称和みルームは、心理的な側面により登校したくてもできない児童や生徒

に対してきめ細やかな指導を行うことにより、集団生活への適応能力を養い、学校生活

に復帰できることを目的に設置しているものでございます。 

 次に、入学祝い品贈呈事業１８０万１千１９８円は、子どもの成長を切れ目なく支援

するため、小中学校等に１年生として入学する児童生徒の保護者に対して、入学祝い品

として図書カードネットギフトを贈呈してございます。令和６年度入学の対象者は、新

小学１年生１０８人、新中学１年生１１７人となっております。 

 次の社会教育事務事業１２万４千２６０円は、生涯学習課職員の旅費等となってござ

います。 

 次に、２項磯長小学校費、支出済額３千３３８万４千８９２円。磯長小学校は児童数

４３９名、通常学級１４学級、支援学級４学級となっております。１目学校管理費、支

出済額１千９５９万１千５３３円、磯長小学校運営事業（教育総務課配当）３１０万２

千５００円は、学校校務員１名の報酬や複写機賃借料など、学校運営に要する経費とな

ってございます。 

 １５４、１５５頁をお願いいたします。磯長小学校運営事業（学校配当）３９０万７

千１６４円は、消耗品、電話料、備品購入や教育研究会負担金など、学校運営に要する

経費で、１０節需用費の消耗品費では、学習用消耗品やコピー紙等を購入を、１７節備

品購入費では、公用備品として電動裁断機等の購入を、また、図書購入として、児童図

書、３７２冊を購入してございます。 

 次に、磯長小学校施設維持管理事業（教育総務課配当）６１７万１千３８５円は、清

掃、設備、保守、機械警備の委託料など、学校施設の維持管理に要する経費で、１０節

需用費の修繕費１０７万９千７０５円は、消防設備の修繕や体育館ホール及び、男子便

所窓格子取付け等の修繕費用となってございます。 

 １２節委託料の磯長小学校設備保守委託料１９８万５千７２０円は、自家用電気工作

物やプールろ過装置等の設備保守点検委託料となってございます。 

 １４節工事請負費のキュービクル高圧ケーブル改修工事請負費１２４万９千６００円
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は、ケーブル間において漏電が発生する可能性があったため、改修工事を実施いたしま

した。その他、防鳥ネット設置工事等を行ってございます。 

 次に、磯長小学校施設維持管理事業（学校配当）６４１万４８４円は、光熱費など学

校施設の維持管理に要する経費で、１０節需用費の修繕費５３万５千９８８円は、東館

１階男子トイレ小便器や印刷機の修繕費等の費用でございます。 

 次に、２目教育振興費、支出済額１千３７９万３千３５９円。磯長小学校教育振興事

業（教育総務課配当）７７７万６千４９６円。１３節使用料及び賃借料６６６万３千２

６０円は、恐れ入ります、１５６千１５７頁をお願いします。パソコン機器の賃借料で、

タブレット端末、児童用１５６台、教師用２４台、校務用パソコン４２台、また、ソフ

トウエア使用料は、授業支援ソフトの使用料となってございます。１８節負担金補助及

び交付金４６万９千７３６円は、校内研修講師謝礼や課外活動支援に係る経費等に対す

る特色ある学校づくり補助金となってございます。 

 次に、磯長小学校教育振興事業（学校配当）６７万９千８９０円、１７節備品購入費

６６万９千９９４円は、運動場のライン引きや握力計等の教材用備品の購入費となって

ございます。 

 次に、磯長小学校就学援助事業４５２万３千７４５円は、要保護２人、準要保護５５

人に対する就学援助に要した経費となっています。内容といたしましては、医療費扶助

は０、学校給食費扶助５５名、校外活動費扶助４１名、新入学用品費扶助１０名、修学

旅行費扶助１２名、通学用品費扶助４６名、学用品費扶助５５名となっております。 

 次の磯長小学校支援学級事業２２万２６１円は、支援学級の運営に要する経費で、１

０節需用費の消耗品費では、野菜や花の苗等を購入してございます。１７節備品購入費

では、ステレオシステム等の教材用備品を購入しております。 

 次のＩＣＴ教育振興事業５９万２千９６７円は、学校におけるＩＣＴ教育活動に要す

る経費で、１０節需用費の消耗品費では、ＩＣＴ教育に係るプリンター等の消耗品費な

どを購入、１７節備品購入費では、デジタルカメラやワイヤレスマイクを購入してござ

います。 

 次の３項、山田小学校費、支出済額７千５８１万１千４８３円。山田小学校は児童数

１７６名、通常学級７学級、支援学級３学級となってございます。山田小学校費につい

ては、磯長小学校費と同内容となってございますので、主立った内容の説明のみとさせ

ていただきます。 
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 １目学校管理費、支出済額６千６９５万３千３０８円。山田小学校運営事業（教育総

務課配当）は、３２５万８千円となっております。 

 １５８、１５９頁をお願いいたします。山田小学校運営事業（学校配当）２８４万５

千８６１円。１７節備品購入費では、公用備品として、閲覧椅子、机、環境管理湿度計

等の購入を、また、図書購入として１３３冊の児童図書を購入してございます。 

 次の山田小学校施設維持管理事業（教育総務課配当）５０２万１千２６５円。１４節

工事請負費では、排煙窓補修工事等を行ってございます。 

 次の山田小学校施設維持管理事業（学校配当）４０１万７千８２円。１０節需用費の

修繕費では、印刷機や電話線等の修繕を行ってございます。 

 次の山田小学校南校舎トイレ改修事業繰越明許費分５千１８１万１千１００円は、恐

れ入ります、１６０、１６１頁をお願いいたします。１４節南校舎のトイレ改修工事に

係る費用となっております。 

 次に、２目教育振興費、支出済額８８５万８千１７５円。山田小学校教育振興事業

（教育総務課配当）５５３万５２４円。１３節使用料及び賃借料４６０万７千２４円は、

パソコン機器の賃借料で、タブレット端末、児童用１８０台、教師用１６台、校務用パ

ソコン１５台となってございます。 

 次の山田小学校教育振興事業（学校配当分）は５４万１千４２７円となっております。 

 その次の山田小学校就学援助事業２１３万２千５９４円は、要保護６人、準要保護２

６人、計３２人に対する就学援助を行ってございます。内訳といたしましては、医療費

扶助２名、学校給食費扶助２４名、校外活動費扶助２５名、新入学用品費扶助５名、修

学旅行費扶助４名、通学用品費扶助２１名、学用品費扶助２６名となっております。 

 次の山田小学校支援学級事業は、１９万３千８９２円となっております。 

 その次のＩＣＴ教育振興事業４５万９千７３８円。１７節備品購入費１７万２千４０

円は、教材用備品として、デジタルカメラ、液晶ディスプレイなどの購入費用となって

ございます。 

 次、４項中学校費、支出済額３千９０７万６千８４１円。繰越明許費６千９８７万８

千円は、冒頭にも申し上げましたとおり、トイレ改修工事に伴う翌年度繰越額となって

ございます。 

 中学校は、生徒数２９４人、通常学級９学級、支援学級２学級となっております。中

学校費につきましても、磯長小学校及び山田小学校費と同内容となってございますので、
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主立った内容を説明させていただきます。 

 １６２、１６３頁をお願いいたします。１目学校管理費、支出済額２千８５万５４８

円、中学校運営事業（教育総務課配当）は３１７万８円となっております。中学校運営

事業（学校配当）４２４万４千７３円。１７節備品購入費では、公用備品として、資料

戸棚、机等の購入を、また、図書購入費では１８１冊の図書を購入してございます。 

 次の中学校施設維持管理事業（教育総務課配当）５２７万１千６９５円。１６４、１

６５頁をお願いいたします。１４節工事請負費では、保健室換気扇設置工事及び校舎軒

先等補修工事を行ってございます。 

 次の中学校施設維持管理事業（学校配当）８１６万４千７７２円。１０節需用費の修

繕費１３１万６千９２２円は、プール日除け屋根、楽器、トイレ等の修繕費用となって

ございます。 

 次の２目教育振興費、支出済額１千８２２万６千２９３円。中学校教育振興事業（教

育総務課配当）８９１万５千８２２円。１３節使用料及び賃借料５９４万６千３５６円

は、パソコン機器の賃借料等で、タブレット端末、児童用１２６台、教師用２８台、校

務用パソコン２６台となってございます。 

 次の中学校教育振興事業（学校配当）は、１１５万５千１４８円。備品購入費として、

デジタルはかり、記録タイマー、紙切り機等の購入費用となってございます。 

 次の中学校就学援助事業７４６万９千２３円は、要保護４人、準要保護５８人、計６

２人に係る就学援助を行ってございます。内訳といたしましては、医療費扶助は０、学

校給食費扶助５６名、校外活動費扶助３５名、新入学用品費扶助１５名、修学旅行費扶

助２０名、通学用品費扶助３８名、学用品費扶助５８名、通学費扶助２名となっており

ます。 

 次の中学校支援学級事業１７万９千３６３円。１７節備品購入費では、机、スクール

タイマー等を購入してございます。 

 その次のＩＣＴ教育振興事業、５０万６千９３７万円。１６６、１６７頁をお願いい

たします。１７節備品購入費１８万３千円は、教師用備品としてプロジェクターの購入

費用となってございます。 

 それでは、次の５項幼稚園費、１目幼稚園費、支出済額７千７７４万９９５円。町立

幼稚園の園児数は、３歳児１３人、４歳児１０人、５歳児９人で、全体で３２人となっ

てございます。 
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 幼稚園運営事業（教育総務課配当）１千１２１万５千９１９円は、会計年度任用職員

３名に係る報酬、複写機賃借料など、幼稚園運営に要する経費で、１８節負担金補助及

び交付金は、質の高い幼児教育を目指す研修実施に伴う講師謝礼や体験活動に係る経費

等に対する特色ある学校づくり補助金等となってございます。 

 次の幼稚園運営事業（幼稚園配当）２９６万３９４円は、消耗品費、電話料、備品購

入など、幼稚園運営に要する経費で、１６８、１６９頁をお願いいたします。１７節備

品購入費では、草刈り機等の購入を、また、図書購入として絵本２８冊を購入しており

ます。１８節負担金補助及び交付金の副食費補助１０６万４千５１０円は、幼児教育無

償化に関する施策として実施してございます町立幼稚園給食の副食費分の無償化に要し

た経費で、給食実施日数１４０日、延べ４千５３１人分の助成を実施しております。 

 次の幼稚園施設維持管理事業（教育総務課配当）２０６万２千２８０円は、清掃、設

備保守、機械警備に係る委託料で施設の維持管理に要する経費でございます。 

 次の幼稚園施設維持管理事業（幼稚園配当）１５６万４千９３０円は、光熱水費など、

施設の維持管理に要する経費で、１０節需用費の修繕費１２万６千５００円は、砂場テ

ント等の修繕費でございます。 

 次の預かり保育事業（教育総務課配当）１６６万６千６６５円は、預かり保育の講師

２名分の報酬でございます。預かり保育は、月火木金は午後２時から５時、水曜日は午

前１１時から午後５時、また、長期休業期間中は午前８時３０分から午後５時の実施と

しており、令和６年度の利用園児数は延べ２千３９０人となっております。 

 次に、６項社会教育費、支出済額４千７８１万２千７２５円。１７０、１７１頁をお

開き願います。１目社会教育総務費、支出済額３９４万４千６２９円。社会教育振興事

業８万３千９９６円は、社会教育委員６名の報酬や各種団体等負担金などでございます。

その次の社会教育団体育成事業１６６万５千８７円は、ＰＴＡ連絡協議会及び地域婦人

会への活動補助金と文化スポーツ活動活性化補助金、６１団体分、１１８万５千９００

円となってございます。 

 次に、青少年健全育成事業１９７万２３２円は、青少年指導員の報酬やふれあいＴＡ

ＩＳＨＩ実行委員会への補助金などでございます。 

 その下、二十歳を祝う事業２２万５千３１４円は、二十歳を祝う会の開催に係る経費

でございます。 

 なお、町内成人対象者は１５４名、うち、式典出席者は１３３名、参加率８１.８％
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となってございます。 

 次に、２目生涯学習センター費、支出済額４千３６９万１千５１７円、生涯学習セン

ター運営事業１千２３８万３千５４９円は、生涯学習センターの会計年度職員の報酬や

太子の森だよりの各戸配布に要する費用、また、ＡＥＤの賃借料など、生涯学習センタ

ーの運営に要する経費となってございます。 

 なお、令和６年度末の生涯学習センターに活動登録されている団体は６９団体となっ

てございます。 

 １７２、１７３頁をお願いいたします。生涯学習センター維持管理事業８９１万４千

３１７円は、光熱水費や設備保守委託料等、生涯学習センターの施設維持管理に要する

経費となってございます。 

 次の生涯学習センター活動事業９４万９千２４３円は、各種文化教室と夏休み子ども

教室等の講師謝礼、文化連盟への補助金などとなっております。 

 次の図書館運営事業１千４５４万２２円は、司書３名と受付事務４名の会計年度任用

職員の報酬など、図書館の運営に要する経費でございます。 

 １７４、１７５頁をお願いいたします。図書館維持管理事業６６６万４千９１４円は、

図書館運営に必要な図書貸出しシステムの設備保守委託料など、図書館の施設維持管理

に要する経費で、図書購入は２千４９３冊、寄付９６２冊、破損や無償配布等による除

籍は１千３１冊により、令和６年度末現在の蔵書数は、５万７千８１７冊となってござ

います。 

 また、利用登録者は５千８８名、貸出し冊数は４万３千１１１冊となっております。 

 次の文化祭事業２３万９千４７２円は、文化祭に使用するパネル等の設営撤去、警備

委託料などの経費でございます。 

 次、３目人権教育費、支出済額１７万６千５７９円は、人権教育事業で、解放新聞の

購読料、また、人権作品コンクールを主催する人権教育推進協議会への補助金等でござ

います。 

 次に、７項保健体育費、支出済額２億３３０万２千４８３円、１目保健体育総務費、

支出済額１千３３９万３千６１５円。総合スポーツ公園運営事業１千２１万５千６８９

円は、スポーツ公園の会計年度任用職員の報酬等でございます。 

 次、スポーツ推進事業３１７万７千９２６円は、１７６、１７７頁をお願いいたしま

す。スポーツ推進委員８名の報酬やスポーツ教室の講師謝礼、学校プール開放事業委託
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料、体育連盟への補助金等となってございます。各種教室等については、春季、秋季ス

ポーツ教室と子ども向けの夏休みサマーチャレンジ教室を開催いたしてございます。 

 １２節委託事業の各参加者は、総合スポーツ大会で６１９人、トレーニング講習会で

９０人、学校プール開放で８８０人、スポーツ講習会で２４人となっております。 

 次に、２目体育施設費、支出済額２千８万７２３円は、総合スポーツ公園維持管理事

業で、スポーツ公園の警備、清掃作業員の報酬や電気代、修繕費及び警備の保守委託料

等、スポーツ公園の維持管理に要する経費となってございます。 

 １７８、１７９頁をお願いいたします。３目学校給食費、支出済額１億６千９８２万

８千１４５円。学校給食運営事業１億２千７４６万９千３３４円は、学校給食運営委員

会経費や給食業務委託料等学校給食の実施に係る経費となってございます。 

 １８０、１８１頁をお願いいたします。１８節負担金補助及び交付金の学校園給食費

保護者負担金補助金４千５３６万７千６０円は、令和５年度から実施してございます町

立幼稚園及び小中学校の給食費の無償化に伴うものでございます。 

 なお、給食実施回数は、小学校が１８９回、中学校１年生が１７４回、２年生が１７

３回、３年生が１６９回、幼稚園が１４０回となっております。 

 次に、学校給食センター維持管理事業２千１９４万７千８４６円は、光熱水費や設備

保守委託料など、センターの維持管理に要する経費で、１７節備品購入費３６万６千３

００円は、食缶の購入費となってございます。 

 次、８項文化財保護費、支出済額７千７８７万１千７４７円。１目文化財保護費、支

出済額７４０万１千６６４円。文化財保護維持管理事業８万８千４３２円は、文化財保

護事務に要する経費でございます。 

 次の伝統的建造物維持管理事業１６８万７千２５９円は、国登録有形文化財である大

道旧山本家住宅及び太子山本家住宅の維持管理に要する経費でございます。 

 １８２、１８３頁をお願いいたします。１１節役務費３万３千円は、太子山本家住宅

に係るハチの巣駆除の手数料となっております。 

 次の国指定史跡二子塚古墳保存整備事業５６２万５千９７３円は、国指定史跡二子塚

古墳の適切な保存管理と住民の歴史学習や観光資源として活用を目指した整備に要する

経費で、検討委員会の委員報酬や消耗品費のほか、１２節委託料５５０万９千９００円

は、除草業務のほか、史跡公園の管理棟実施計画業務を委託してございます。 

 なお、本整備事業は、国庫補助を活用したものであり、整備工事についても、国から
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の補助金を見極めながら計画的に進めることとしてございます。 

 次の２目歴史資料館費、支出済額７千４７万８３円。歴史資料館運営事業８０２万３

千１５８円は、資料館の運営に要する経費となっており、会計年度任用職員の報酬と、

また、１０節需用費の印刷製本費は、官報２６号の印刷などに要した経費、また、１７

節備品購入費は、資料用図書等の購入となってございます。 

 次の歴史資料館維持管理事業６千１８４万５千８３４円は、施設の維持管理に要する

経費で、１８４、１８５頁をお願いいたします。１４節工事請負費５千９４１万８千７

００円は、老朽化した資料館の屋根、トイレ等の改修に関わる費用となってございます。 

 次の企画展事業６０万１千９１円は、資料館リニューアル後の企画展「歴史を未来へ、

収蔵品より見る太子町の歴史」の展示用パネル作成としまして、チラシ印刷費となって

ございます。 

 以上が、教育委員会所管の歳出でございます。 

 続きまして、歳入のご説明をさせていただきます。 

 恐れ入ります。２４頁、２５頁をお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、２目教育費負担金、１節教育総務費負担金、

収入済額３８万７千６４０円は、日本スポーツ振興センター掛金の保護者負担金で、幼

稚園児３２人、小中学生９０９人分でございます。 

 ２６頁、２７頁をお願いいたします。１４款使用料及び手数料、１項使用料、６目教

育使用料、１節教育財産使用料、収入済額２万９千７００円は、学校、総合スポーツ公

園、資料館、山本家住宅、二子塚古墳敷地内の電柱１７本分の占用料でございます。 

 次に、２節保育料、収入済額５４万９千２５０円は、町立幼稚園で実施する預かり保

育の利用料で、延べ２千３９０人が利用されてございます。 

 次の３節生涯学習センター使用料、収入済額２３０万４千６２０円は、センターの貸

室などの使用料等で、令和６年度の利用者は延べ３万３千４５６人となってございます。 

 なお、行政財産目的外使用料１万６千８７０円は、生涯学習センターの自動販売機設

置に伴うものとなってございます。 

 ４節総合スポーツ公園使用料、収入済額９１４万７千６００円は、総合体育館、テニ

スコート、総合グランドの使用料等で、令和６年度の利用者は１０万２千８０９人とな

ってございます。 

 なお、行政財産目的外使用料２万３千９５０円は、総合体育館の自動販売機設置に伴
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うものとなってございます。 

 次、５節文化財使用料、収入済額７万８０３円は、大道旧山本家住宅の入館料及び使

用料で、令和６年度の入館者数は８４２人となってございます。 

 なお、行政財産目的外使用料は、大道旧山本家住宅の駐車場の自動販売機設置に伴う

ものとなっております。 

 次に、６節歴史資料館使用料、収入済額５万３千７００円は、竹内街道歴史資料館の

入館料で、令和６年度の入館者数は３３１人となってございます。 

 なお、資料館は老朽化に伴う改修工事を行っていたことから、令和６年５月１３日ま

での入場者数となっております。 

 次に、３２頁、３３頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、１節学校費補助金、収

入済額１千５５９万６千円。就学援助補助金３万７千円は、小中学校の要保護及び準要

保護児童生徒に係る就学援助補助金。学校施設環境改善交付金繰越明許費分１千５５５

万９千円は、繰越明許を行った山田小学校南校舎トイレ改修事業に対する交付金となっ

てございます。 

 次の２節社会教育費補助金、収入済額１９１万６千円は、国指定史跡二子塚古墳整備

事業に対する補助金でございます。 

 ３６、３７頁をお願いいたします。 

 一番下の１６款府支出金、２項府補助金、８目教育費府補助金、次の頁３８、３９頁

をお願いいたします。２節教育総務費補助金、収入済額２万６千円は、文化財保護事務

の移譲事務に係る交付金となってございます。 

 次に、３項府委託金、６目教育費府委託金、１節教育総務費委託金、収入済額１万２

千円は、学校基本統計調査事務委託金でございます。 

 次に、１８款寄付金、１項寄付金、１目指定寄付金、恐れ入ります、４０、４１頁を

お願いいたします。４節の学校園教育指定寄付金、収入済額１００万円は、中学校への

教育指定寄付金で、歳出決算において太子まちづくり夢基金へ積立てを行ったものでご

ざいます。なお、この寄付金の使途につきましては、現在、中学校に必要となる備品等

で検討を進めており、令和８年度当初予算にて計上予定としてございます。 

 ４２、４３頁をお願いいたします。 

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入、２節雑入のうち、教育委員会所管の主なものに
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ついてご説明申し上げます。 

 ４４、４５頁をお願いいたします。上から３行目、緑の募金運動連絡調整事務費１千

２００円は、募金運動に係る各学校に対する事務連絡経費となってございます。 

 その下、オーパス登録料更新料２万５千６００円は、新規登録２０名分と更新者５２

名分の更新料となってございます。 

 その下、資料館刊行物売却代４万６千７４０円は、歴史資料館等で販売した冊子等の

売上げ収入でございます。 

 その下、イベント参加料１万５千６００円は、勾玉づくり体験、歴史講座などの参加

費となってございます。 

 １行飛ばしまして、山田小学校太陽光発電売電料５万７千３５２円は、体育館の屋根

に設置してございます太陽光発電の関西電力からの売電収入となっております。 

 その下、電気代、山田小学校登下校システムの電気代の２８円は、小学校に設置され

ているシステムの電気使用料収入となってございます。 

 その下、電気代、総合体育館、８万８千７０円とその下、生涯学習センター１万６千

５７６円は、それぞれの施設に設置してございます自動販売機の電気使用料収入となっ

ております。 

 下から８項目目の体育館に設置しております自動販売機の販売手数料８万２千７９５

円となっております。 

 一番下の歴史資料館改修工事に伴う仮設用電気及び水道代２２万６千８７４円は、工

事期間中の請負業者負担分として収入しているものでございます。 

 以上、教育委員会が所管しております歳出歳入決算の説明を終わります。何とぞよろ

しくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○村井委員長 ただいま、教育委員会の歳入歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１４時とさせていただきます。 

午後 １時５１分 休 憩 

                                        

午後 ２時００分 再 開 

○村井委員長 それでは、再開いたします。 

 質疑に入る前に、教育委員会から先ほどの説明の中で修正の申し出がございましたの

で、教育次長よりお願い申し上げます。 
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○東條教育次長 申し訳ございません。 

 先ほどの教育委員会所管の決算の説明の中で、私のほうが若干説明の額を誤っており

ましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 決算書の頁は１５０、１５１頁をお願いいたします。この中で、学校保健事業の７、

報償費、学校各種健診医師等報酬費でございますが、正しくは４１５万３千３８０円と

なってございます。 

 もう一点同じ頁でございます。恐れ入ります。その２つ下のＡＬＴの配置事業でござ

います。これの事業総額でございますが、正しくは８７５万７千５５２円となってござ

います。申し訳ございません。訂正のほうよろしくお願いいたします。 

○村井委員長 それでは、教育委員会関係の歳入歳出について、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 今ちょっと訂正で言われたＡＬＴの関係でちょっと質問をさせていただきた

いと思います。ＡＬＴのほう、今までずっと２名でこられているんですけれども、小学

校、中学校、幼稚園等の配置というんですか、どういうふうな形でやられているか教え

てください。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 ＡＬＴでございますけれども、現在１名は幼稚園、

小学校で勤務してございます。もう１名につきましては、中学校で勤務してございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。現在というんですかね、ＡＬＴは、太子町は早い段

階から導入はされているんですけれども、小学校の段階で、ある程度そういう教育課程

的な授業というふうな形になると、どういうふうなことを児童の人に教えているのか。

ちょっと説明していただけたらと思います。 

○竹井学務指導担当課長 まず、英語に多く触れるということ、実際のネイティブの英語

に触れるということ、日常的な会話であったり、挨拶であったり、そういったところの、

まず英語に触れて英語を楽しむというところから始めております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 それでは、続いて、総合学校支援事業の中で、専門職というんですか、先ほどちょっ

とご説明いただいたんですけれども、具体的にスクールソーシャルワーカーであったり

とかカウンセラー、スクールロイヤー、スクールサポーターですか、どういうふうな具
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体的な役割をお互いに持っておられるのか。そういうのを教えていただけたらと思いま

す。 

○竹井学務指導担当課長 今、学校現場が直面している教育課題というものは多岐にわた

ります。中でも家庭内での問題に関しまして、学校だけでも解決できないという問題が

増えております。特に福祉的な観点、そういった専門的な知識が必要となってきます。 

 そういったところで、福祉的な専門的な知識を持っているスクールソーシャルワーカ

ー、ＳＳＷを活用して学校と連結して解決に当たっております。 

 町では問題行動、いじめ、不登校の未然防止というものに取り組んでいまして、この

ＳＳＷを交えたチームで児童生徒をサポートしています。ＳＳＷの研修などでも、特に

なぜそういった暴力行為であったら、なぜその暴力行為の背景はどういったものがある

のか、不登校に陥るにはそういった背景はどういったものがあるのか、いじめ、そうい

ったところの問題行動においても、その背景はどういったところがあるのかといった、

このアセスメントというところに重点を置いて、担任が指導して、家庭連絡して終わら

すのだけではなく、家庭背景、生育歴、なぜそうなったのかということを検証して、そ

のフォローを誰が行って保護者へは誰が連絡するのかといった、チームで対応していく

という体制というものを整えております。 

 また、相談しながら進めていく際に、法的な判断というものが必要になってくる場合

があります。そういった場合では、このスクールロイヤー、弁護士の意見を聞きながら、

そのときにどういった形で保護者にアプローチしていくことが一番最適なのかというこ

とをアドバイスしていただいて、学校で判断していくということを行っています。 

 また、スクールカウンセラーに関しましては、やはり内面的不安であったりとか保護

者の方も、どういった子育てに悩んでいる方とか、そういった学校にも相談しにくいこ

とであったり、学校でも相談されて、ちょっと専門的な意見が必要になったときなどは、

積極的にスクールカウンセラーのほうにつなげて活用しているということであります。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。以前のというんですか、保護者対応も全て担任の先

生がやらないといけなかったことに比べれば、できるだけそういうふうな負荷をなくし

ていかれるというふうなことで、こういうふうな体制ができてきたと考えてよろしいん

ですかね。ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、学校関係のことで聞かせてもらおうと思うんですけれども、



－１４１－ 

先ほどの磯長小学校、山田小学校、中学校、幼稚園の園児数、並びに、あと、普通学級

と支援学級の学級数もあったんですけれども、山田小学校が児童数の数に対して、かな

り支援学級の数というのが多いんではないかなと思うんですけど、それはあまり関係な

いんですか、こういうのは。 

○竹井学務指導担当課長 山田小学校の校区内に○○○さん、学園さんといった母子の支

援施設ですかね、そういったところも併設しておりまして、近年、そういったところで

支援を要する、つながるという児童が増えてきているということも関係しているのかな

と考えております。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 それと、あと続いて、もしかしたら先ほど言われたのと同じような内容になるかもわ

からないんですけれども、要保護並びに準要保護の数も、大分、比率というんですか、

磯長と山田を比べたときには全然違うというんですか。磯長のほうが、要保護というか、

生活保護を受けられている児童が２人に対して、山田のほうが６人というふうな形の数

字も出てきてたので、児童数全体の数から考えると逆転しているなというふうにちょっ

と思ったので、の質問です。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 要保護、準要保護の数なんですけれども、年々、

特に増減はしてございません。ただ、その年に実際に生活保護を受給されている方、そ

れと、準要保護の対象の方という人数については、ある一定、その年々若干増加はして

いるのかなとは感じておるんですけれども、特に学校全体の児童数と何か関わりがある

のかというところは関係ないかなというふうに考えてございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 それと、続いて、中学校、小学校で特色ある学校づくり補助金が出されているんです

けれども、具体的にそういう特色と言うんですかね、学校ごとの使い方の違いがあれば

教えていただけたらと思います。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 特色ある学校づくり事業補助金でございますけれ

ども、この補助金事業につきましては、学校の伝統、交付地域の実態を踏まえた教育活

動、それと、学校教育を充実させることができると認められるもの、並びに、中学校で

の進路指導であったりとか部活動等に要する経費が対象となってございます。 

 実際に、実績の事例なんですけれども、磯長小学校につきましては、教育目標でござ

います豊かな心の元気な子どもの育成のため、体験活動の充実として、児童自ら将来を
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思い描くことができる、そういうキャリア教育の充実に向けた講演会をするに当たって

の講師の謝礼であったりとか、あと、体力向上に向けた取り組みということで、縄跳び

パフォーマーの方を呼びまして、体験すると。あと、理科教育に対する興味や関心を向

上させるための学習等々に対する経費が対象となってございました。 

 山田小学校につきましても、もちろんながら教育目標を推進するための活動というと

ころで、外部講師を招いてＳＮＳの講演会を４年生以上を対象に行い、ネットの便利さ

とあと怖さの使い方を学習したりしてございます。あと、琴教室の実施もしており、日

本の伝統楽器に触れる貴重な機会を設けたそういう講師の招待、謝礼ですね。あと、校

内事業においても、指導講師を招いて授業改善につなげた事業等々の経費が対象となっ

てございます。 

 あと、中学校につきましては、豊かな心、あと健康な体、確かな学力の定着を図ると

しまして、令和６年度につきましては、学校の運営関係で、修学旅行をはじめとした集

団の宿泊行事、あと、校外活動、あとは体育大会などの学校行事を通して、生徒の豊か

な心の育成、それと集団生活の向上を図ることができてございます。 

 それと、あとは部活動については、華道部、あと男子バスケットボール部、サッカー

部で地域の方が外部指導員として尽力いただき、中学校の部活動の発展に大きく貢献し

ていた経費等が対象となってございます。 

 最後に、幼稚園です。幼稚園につきましては、幼小中一貫教育の推進の中で、幼小連

携としまして、栽培活動、ちょうど幼稚園の裏に畑ございます。そこで、いろいろ栽培

活動に取り組んでございます。その栽培活動につきましては、小学生と一緒に野菜など

を育てることへの楽しみであったりとか、一緒に活動する喜びも味わってございます。

それと、栽培活動を通して、小学校との交流も深め、小学校の姿に憧れを持つことがで

きるといった、そういった活動に対する経費が主な対象となってございます。 

 以上です。 

○斧田委員 ご丁寧に説明いただきまして、ありがとうございました。 

 一応、私のほうは以上です。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 就学援助にも関わるかなと思うのですが、制服について、この間、次年度か

ら新しくなりますという説明があったんですけれども、ちょっと質問して、答えがまだ

ちょっと学校に尋ねるということやったかなと思うのですけれども、カッターシャツ、
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あれはもう決められたやつしか駄目なのですか。 

○竹井学務指導担当課長 長袖シャツに関しまして、１着、襟元に太子中学のＴと刺繍さ

れたものというものが正式なものとなっておりまして、１着は、式典等ありますので、

各ご家庭に購入していただくと。２着目以降につきましては、各自でよく似た形の白の

シャツを用意して購入して着ていただくということが可能であるということを確認して

おります。 

○西田委員 だから、シャツは長袖、半袖あったから、各々１枚ずつ持っとかなあかんの

かな。 

○竹井学務指導担当課長 １枚は、購入していただくというような形です。 

○西田委員 そうなると、やっぱりちょっとしんどいなと思うと、上の子持ってはるお母

さん、卒業したお母さんとかに、制服くれへんとかいうて、もらって制服代を浮かすと

いうのもあったし、上の子のやつを回すというのもあったけど、この次の年度からでき

なくなるじゃないですか。 

 男の子でも女の子でも、スカートはいても、スラックスはいてもということだけど、

スラックスでそろえて、足したら５万９千４００円ね。スカートそろえたら６万３千４

００円ね。これ入学のときに買わないといけないではないですか。 

 あと、体操服や何や諸々買ったら、幾ら要るのかなと思うんやけれども、ちょっと用

意せなあかんなと思いながら、それは就学援助の中の含まれていて、全部それは就学援

助の中で補えるもんなんですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 就学援助のまず新入学用品費といたしまして、中

学生、これは１年生のみですが、６万３千円が基準額となってございます。 

 実際に、この就学援助の新入学用品費ですけれども、ランドセルであったりとか制服

など入学に必要なものを購入する費用について、これまでちょっと小学校、または中学

校に入学した年度の１学期末に支給しておったんですけれども、平成３０年度からでき

るだけ早く、早期に支給をさせていただきたいということで、中学生につきましては、

令和７年３月中旬頃から下旬頃に支給はさせていただく予定としてございます。 

 以上です。 

○西田委員 入学に間に合うけれども、なんぼ今６万３千円と言うたから、制服、スラッ

クスでそろえたらちょっとおつりが出て、あとの分も買えるけど、就学援助といえども、

持ち出しはあるということですね。 
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○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 新たに今回変更させてもらいます制服についてで

すが、すみません、若干やはり持ち出しはあるのかなというふうに考えてございます。 

○西田委員 本当に入学のときすごくお金がかかって大変なんですけど、入学祝い金が、

中学生は図書カードではないのか、どっちも図書カードでしたっけ。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 小学校、中学校とも図書カードでございます。小

学生については５千円、中学校については１万円の図書カードとなってございます。 

○西田委員 図書に限らず使えたら、また、そういうのにも使えるかなと思ったんですけ

れども、中々高いなというふうに思いますし、入学で要る分が就学援助で出るように、

中々国も本当にねえと思う話なんですけれども、やっぱそれ声を上げてもらわなあかん

のかな。よろしくお願いします。 

○村井委員長 ほかございませんか。 

○嚨本委員 １８３頁、歴史資料館維持管理事業ですね。今回、老朽化対策が終了して、

私たちも視察させていただきました。自分の感想なんですけど、本当に前回行ったとき

よりはもう明るくて、すばらしく、いい資料館になったなと思っております。 

 ただ、今回の老朽化に対して屋根とかトイレとかいろいろそういうところはやってい

るんですけど、元々これ耐震補強というのはこれもやっていたんでしょうか。どうでし

ょうか。 

○松岡生涯学習課長 資料館自体は、平成５年に開館していますので、昭和５７年ですか

ね、建築基準法の改正の耐震基準には合致しております。 

○嚨本委員 ありがとうございます。 

 それと、これ建築されてから今年で何年目を迎えるのですか。 

○松岡生涯学習課長 平成５年３月なので、３２年ということになります。 

○嚨本委員 ありがとうございます。本当に僕もあまりなかなか行けてないんですけれど

も、町内の方々も、また、府外から来ていただく方々もしっかり太子町の歴史に触れて

いただきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 引き続きなんですが、小中学校関係に関してちょっと聞きます。体育館のエアコンに

関してでございます。設計に当たるのが今年度、また、工事が来年度より始まるという

ことなんですが、工事内容といたしまして、エアコンはもう当然エアコンをきっちりつ

けていただくんですけれども、箱物のこの猛暑、また、真冬を想定して、今まで以上に

暑さ寒さを対応できる断熱材とか、そういうところも万全にやっていただきたいという
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策なんですけれども、そこら辺ところをお考え、どうでしょうか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 体育館のエアコン設置についてでございますが、

今年度、設計段階でございます。今現在、業者と密にちょっと打合せはさせていただい

ている状況です。外壁の断熱性の確保なんですけれども、これにつきましては、機密性

に対する工事も含んだ工事になってございます。ですので、やっぱり避難所にも指定さ

れております。また、体育の授業等、児童生徒たちが使用する体育館でもございますの

で、快適に体育の授業が受けられるよう、断熱性の確保というところはしっかりとやっ

ていきたいなというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○嚨本委員 ありがとうございます。もし、本当にいろいろ、能登地域での１月１日の地

震とかいろんな部分の災害でも本当に高齢者の方々、また、子どもさんも本当にそうい

うところに来られますので、できるだけ本当快適な、また万全な対応を取っていただき

たいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 あと、１７５頁、総合スポーツ公園関係なんですが、ここも僕個人的にちょっと視察

行かせていただいて、トレーニングルームですが、そこでいろんな器具があって、いろ

いろ自分の体を鍛えていただいている方々がたくさんおられるんですけれども、その中

でやはりちょっと皮が破れたりいろいろちょっとあった器具もありましたが、その後、

対応はどうでしょうか。 

○松岡生涯学習課長 実際に使用されている方から指摘がありました部分について、修繕

という形で現在は対応させていただいております。 

○嚨本委員 ありがとうございます。 

 それと、これもちょっと支援者の方から言われたんですけれども、事務所内に入るま

でのちょっとしたスロープがあるんです。そのスロープの片一方はもう手すりがなくて、

入る入り口の左側に手すりがあるんですが、その手すりがもうちょっとぐらぐらしてい

るんです。手すりがぐらぐらしているがゆえに、もう足元が悪い方はつえをつきながら

危ないということがありまして、それもちょっとお願いしていましたが、どうでしょう。

もう修復は終わられましたでしょうか。 

○松岡生涯学習課長 入り口のスロープの手すりなんですけれども、一応こちらのほうで

はもう把握しておりますので、まだちょっと修繕はしてないんですけれども、早急にさ

せていただくという形で考えております。 



－１４６－ 

○嚨本委員 ありがとうございます。本当に申し訳ございません。 

 それと、入った奥の事務所、会議室になるんでしょうか。そこで子どもたちが着替え

をされてたときに、ちょっと外から声が聞こえてて、何かそこを通られた方もおられる

ということで、そのときに何かカーテンのレールがちょっと悪かったとか、ちょっとそ

ういうところの不具合があったということがあったので、それに関しましてもどうでし

ょうか。 

○松岡生涯学習課長 ブラインドだと思うんですけれども、これにつきましては、今修理

終わっています。 

 以上です。 

○嚨本委員 ありがとうございます。いろいろと財源もあると思いますので、本当にしっ

かり皆様にその点をお伝えさせていただきますので、ありがとうございました。 

○岡野委員 ２つほど、ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

 １つは、タブレットの使用、これからもずっと授業に使っていくのかどうか、今朝方

やったか夜中やったか、ラジオ聞いてたら、２０３０年にはもうデジタル教科書を使っ

ていくと言ってはりまして、それで、地域を歩いててもいろんな意見を聞くんですけれ

ども、そのタブレットは持って帰ってきているのか、置いているのか、クラスによって

違うかもわかれへんけれども、タブレットも重たいから、持って帰ってくると。そした

ら、教科書は置いてくるんですって。そしたら、ちょっと時間できたときに今どんなん

習うてるんとかいうて親子で会話できるけど、本を持って帰ってけえへんかったらそう

いう話もでけへんと言ってはったのと、国語の教科書は時々聞いてもらわんなんから持

って帰ってくるらしいんですけれども、その辺で、本当に学校、それで、学校でかって、

先生と子どもたちはそのタブレットを相手に授業を進めていかはるでしょう。そしたら

横の子どもらの声、先生の声がこうというね、こういうのはどうなっているんかなと思

うんです。昔のことしか知らんからね、自分らの授業のときしか。その辺、ちょっとお

聞かせ願いたいのと。 

 それと、もう１つ、学校プール開放事業って、さっき言ってはりましたよね。 

○村井委員長 岡野委員、まず、そしたらそれでよろしいですか。 

○岡野委員 はい、これだけ、すみません。お願いします。 

○竹井学務指導担当課長 ＧＩＧＡスクール構想が開始されて、今年度で５年目となりま

す。なので、最初、教職員の中でもこのタブレットをどう使っていくんだというような
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議論もありましたけれども、研修等を重ねていくうちに、今ではもうタブレットはなく

てはならないものとなっておりますので、今後もこのタブレットを使用しての学習とい

うものが続いていくと考えられます。 

 個別最適化という観点からも、ネットで調べたり、学習アプリやドリルに取り組むと。

自分で習熟度であったりとか学びたいところを学べると、学ぶの自己決定というような

形でも、タブレットという使い道というものは非常に重要なものとなってきております。 

 また、インターネットでの情報収集が容易となったことであったり、学んだことを文

字だけでなく、写真や画像、動画などを使い相手に伝えるといった、今求められている

発信力を育むというところにも非常に役立っております。 

 また、あと発言が苦手な子、教室の中で挙手をして発言をするのが苦手な子でも、チ

ャット機能とかそういったものを使って意見が出しやすい点であったり、あと、クラウ

ドというものを使って、思いを個人で画面で打ったりしたらその１つの画面に共有され

たりして、意見をグループで共有し合うというような横のつながり、学習の中での横の

つながり、横と他者とつながっていくというものにもこのタブレットというものは非常

に役立っております。 

 小学校であったりしたら、やはり持ち出したりして、やっぱ多くの機材が壊れるとい

うこともありましたので、基本的に小学校は今、教室に置いて、教室で充電等をして使

用しているという形であります。中学校に関しましては、宿題であったりとか課題であ

ったりとかそういったところがタブレットから多く出ていますので、中学校はもう基本

持ち帰りで、家で各自で充電をするというような形です。 

 昔は、教材等も全部かばんに入れて持ち帰ったりしていたんですけれども、学習が必

要なものだけ自分で判断して持って帰るというような形で、ある程度は今学校の教室の

ほうに、教科書等を置けるような形になっております。 

 以上です。 

○岡野委員 ありがとうございます。 

 １つ忘れたんですけれども、そのラジオでニュースしているときに、やっぱり子ども

の体も、特に目が小中高の子らがぐんと下がってきているという、視力がね。その辺も

気になるし、姿勢も気になるしというところら辺ね。研究しているチームか知らんけれ

ども、提起してはりましたんでね。その辺もちゃんと考えていただきたいなって。 

 私らはもう短いですけど、子どもは長い人生やからね。やっぱり心身ともに元気な子
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どもに育ってほしいと思いますので、その辺また検証、目とか姿勢とか、友達との交流

とか先生との交流なんかね。また、追っておいてください、後ろ姿を。はい、これはこ

れで。 

○村井委員長 ほかございませんか。 

○岡野委員 あと１つ、これを簡単に、学校プール開放事業ってどんなものか、それを委

託しているってどういうことかちょっと分からないんですけれども、誰が使って、誰が

使用してとかちょっと説明お願いします。 

○松岡生涯学習課長 学校プール開放事業ですけれども、学校、夏休みに入ったすぐにな

るんですけれども、７日間、令和６年度については、午後１時から３時半の２時間半で

すね、小学生の子どもたちを対象に、自由に泳げるというような形になっています。 

 委託のほうなんですけれども、一応、資格を持った警備の方５名で、山田小学校５名、

磯長小学校５名で一応監視をしていただいているという業務でございます。 

○岡野委員 ありがとうございました。今年の夏、プールサイドでも暑くて何やらとか言

ってたけれども、そんなところら辺どうでしたか。 

○松岡生涯学習課長 今年度も、夏休みに入ったすぐに開催させていただきましたけれど

も、年々暑くなっていますので、本年度からは午前１０時から１２時半までの２時間半

の運営とさせていただきました。それでもやっぱり暑いということですので、プールサ

ポートサイドには水をまきながら、運営をさせていただいたというところです。 

○岡野委員 ありがとうございました。また、これからもそういう事故のないように、ま

たよろしくご配慮をお願いします。ありがとうございました。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 タブレットの話があって、中々発言しにくい子はチャットでって、学校の中

ではそれで済んでいるんだけど、そこからいったらもう本当みんなスマホ持っていて、

タブレットを使って、家にもパソコンあってで、ＳＮＳを使ったいじめとかあるんでし

ょう。さっきそういうことで学習もしていますと言いましたけれども。 

 だから、１５１頁にいじめ問題対策連絡協議会とかありますけど、コロナ禍で、あの

後もまたいじめがちょっと増えて不登校が増えたとかということもありますけれども、

太子町でどうなんやろ、いじめが増えているとか減っているとか、そういう現状にある

のか、テレビや新聞で言われるような重大ないじめがあったとき、どういうふうに対策

を取るかとかいうような、そういうルールとかマニュアルとかそういうのはあるんでし
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ょうか。 

○竹井学務指導担当課長 いじめ認知件数に関しましては、年々増えていっておりますが、

認知するというのはもう先生が非常によく見ていただいているというところで、カウン

セリングであったりいじめアンケートであったりとか、そういったものを定期的に実施

しておりまして、そこから嫌な気持ちであったりとか、そういったところを聞き出すと

いうことを学校では行っておりますので、認知件数というものは増えていっております。 

 重大事態に関しましては、国のガイドラインに沿って対応していっていくという次第

でございます。 

 以上です。 

○西田委員 いつもそういう重大なときに第三者委員会があるのかないかとか、教育委員

会だけで終わらせてるのと違うかみたいなのがあるんですけど、そういう府の何かに沿

ってと言うんだったら、そういう大きな問題があったときには第三者委員会を立ち上げ

ましょうとかそういうことまで決められているんですか。 

○東條教育次長 ご質問の大きな重大事態が発生した場合ということでございます。 

 当然法改正もございまして、かなりいじめに対してはもう小さないじめでも拾ってい

くというような形に法律もなってございまして、ガイドラインにも細かく、いろんな進

め方について示されてございますので、本町におきましてそういう事態が発生した場合

は、確実にガイドラインに則って正しく、本来学校が調査するものなのか、教育委員会

がはたまたするものなのか、第三者委員会まで立ち上げてしなければならない事案なの

かというのを見極めながら、あと進んでいくこととしてございます。 

 以上です。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 その中で、先生がよう見てくれているのか、見つける、きっと見つけるということは

早期に発見して対応できるんやと思うんですけど、それでいくと本当先生の働き方、や

っぱり心にゆとりがあってじゃないと、なかなか子どもに真っすぐに向き合えなくて、

忙しさに紛れちゃうし、やっぱり、私も高校ぐらいになったら先生が走り回っていたら

先生に相談しにくいというのがあったんやけど、それで言うたら、働き方改革されて、

教師をやりながら今ここに座っていらっしゃる方は、それはそれで一歩進んだなと喜ん

でおられるかと思うんやけど、結局、残業代のほうには手つかずの中で、やっぱり先生

の働かせ方、給料がなんぼ１％ずつ値上がっていったとしても、教職調整額、なかなか
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お金で解決できない時間の使い方ではないですか。 

 ですから、残業代も払われへんで、太子町の今、先生方が残業がどれぐらいあるかち

ょっと分からないんですけれども、苛酷な状況にやっぱり、仕事が一番増えている人も

いらっしゃるんですよね。今、太子町で休職を余儀なくされている先生っていらっしゃ

るのかしら。 

○竹井学務指導担当課長 休職は９０日以上になりますので、休職されている先生はいら

っしゃいません。今、病休を取られている先生は今１名いる状態であります。 

○西田委員 もう少しやっぱり生徒が多かったときに、毎年いてますって、ちょっと精神

的にしんどくなってと言ってる状況よりかはましになったのかな。 

 教育長。本当に子どもたちを一生懸命見ようと思ったら、先生が一番大切やと思うん

ですけれども、国がやっていることやけど、働き方改革で前進したと思えるのか、まだ

まだ足らんと思うのか、教育現場の今の在り方、思っていることあったら、評価の点検

とかを見せてもらって、すごい頑張っているのは分かっているんですけど、頑張りだけ

では済まない教育現場のしんどさ伝えてもらえるんでしたらお願いします。 

○中道教育長 失礼します。 

 委員ご指摘の働き方、教員の働き方については、大変大きな課題と国のほうも捉えて

いただいて、先日給特法を改正していただいたということで、給与面は少しずつ改善さ

れていくと。 

 あわせて、月の平均の残業時間についても、目標値ということで３０時間、それを目

標とし、将来的には２０時間というふうに国のほうから指導が入っておりますので、そ

の計画に基づいて、これから教育委員会としても取り組みを進めていきたいと思ってお

りますので、少しずつ改善しておるというふうに受け止めております。 

 以上になります。 

○西田委員 そういう３０時間程度、これでもたいがいやと思うんやけど、今３０時間以

上働いている状況もあるの、それはもう抑えられているの。 

○竹井学務指導担当課長 ちょっと正確な詳しい数字は今ちょっと持ち合わせてないんで

すけれども、昨年度の残業時間を見てみますと、小学校では３０時間を下回っておりま

す。中学校では、３８か９時間ぐらいの残業時間という形で３０時間上回っているとい

う結果が出ております。 

○西田委員 ちょっと差ありますよね。２０２９年度までにか、決まっているらしいけど、
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そこ待たずに、やっぱり減らしていただきたいし、そう思ったらまた先生を増やさなあ

かんという話になるじゃないですか。 

 ３５人学級、うちできましたと言っても、そうしたら今度は私は３０人学級と思うけ

ど、気持ちがあっても、先生がつかまれへんかったらでけへんという状況にあるので、

やっぱりここの太子町の職場が働きやすい職場であったら、辞めようと思へんやろうし、

口コミで太子町で働こうと思う人もいてるかのように、学校も働きやすい職場になるよ

うに、残業をうちは頑張っているので、ないんですよと言えるぐらいにちょっと頑張っ

ていただきたいなと思うので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 ほかございませんか。 

○西田委員 なさそうなのでしばらくちょっと続けますね。先ほどプールありましたけれ

ども、もう働き方改革にもこれつながるのか、痛しかゆしのところもあるんですけれど

も、プールが老朽化してもう直すんやったら、スイミングスクールにという学校がこの

近隣でも富田林市でもモデル的にやっているかな。羽曳野市はもう統廃合したところか

ら順次そういうふうに進んでいっているんですけれども。片方で先生は暑い夏にプール

サイドで授業するのも大変やしという中で、先生のほうから、よそでやると割に好意的

な声があったり、片方で行くのに時間を取られるので授業が減るん違うかという否定的

な声もあったりなんやけれども。太子町ではそういうのが耳に入ってこないんですが、

そういうことは検討しないのかな。でも、耳にしながら、将来的にあるとか、何か考え

ていますか。特に今はプールは考えていませんか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 民間プールの活用というところですけれども、実

際にメリットとしましては、安全性、それと快適性、専門性の３つというところが確保

できるところがあるというふうに感じております。教職員による清掃などが不要になる

と。あとは、プールの大規模改修、維持管理が不要になるというところのメリットと、

年間を通じて快適なプール環境が確保できるといったメリットがあるのかなというふう

に感じております。 

 逆に、課題なんですけれども、教員の引率など体育科以外での負担が増えるんではな

いかとか、あと、送迎バスの確保であったりとか、子どもたちからの課題で挙げますと、

やはり自由に泳げる時間が少ないんではないかというふうな課題があるというふうに感

じてございます。 

 本町の現状なんですけれども、確かに老朽化が進んでいるプールもございます。しか
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し、水泳授業に支障が出るようなことは現在のところございません。ただ、プールサイ

ドを歩く際、凹凸があってちょっと足裏が痛いなどといったこともありますので、でき

るだけ快適にプール授業が行えるよう、適宜補修を行いながら現在の各学校に配置して

いるプールを活用していきたいなというふうには考えてございます。 

 ですので、民間のプールの活用というところにつきましては、検討はしていない状況

でございます。 

 以上です。 

○西田委員 検討してほしいわけでもないですけど、いろいろ周りがやり出して、いい面

が多ければそれはそれでいいし、どうもねということになれば、無理してそっちに行く

こともないけれども、ちょっとアンテナだけは張っておいてもらいたいなと思うので、

よろしくお願いします。 

 本当に暑い夏、プールも行き、先ほどのプール開放事業どうやったんというのもあり

ますけれども、あと、子どもたち暑かろうが学童には入っているし、暑かろうが中学校

のクラブ活動もやっていて、途中で子どもらは大丈夫って、大人、高齢の方、道端に座

り込んでいる方いてたりとか、私の知っている人でも救急車呼んで運ばれたことありま

すよと言っているんやけど、この夏、子どもたちが熱中症で倒れたとかそういうことは

なかったですか。 

○竹井学務指導担当課長 熱中症で救急搬送とか、そこまで至ったケースはないと聞いて

おります。 

○西田委員 これは要望なんですけど、何か私の子どもが中学ぐらいのときは、もう本当

にテニスやっていても帽子をかぶるのは格好悪いぐらいの話があったんですけれども、

今はそんな格好悪いの問題ではなくて、ちらほらと日傘を差して行っている小学生、中

学生もいているし、あんまり中学生で帽子かぶっている子は見ないんですけれども、そ

ういう日除け対策を取ることを義務づけなくてもいいけど、考えたほうがいいん違うか

というのを学校で啓発を今後してもらえたらなと思うので、お願いしておきます。 

 続きまして、文化スポーツ活動活性化事業補助金。これ、何年かやったら、いろいろ

不具合感じることとかを変えていこうとかいう話もあったんですけれども、そういう意

味では、最初と比べて何か変わって、微調整をしていくみたいなこともあったから、変

わっていることがあるのか。何しろすごくレシートを集めて手間がかかるということを

聞いたのと、会計担当者が毎年変わると、毎年それを変更せなあかんのが困るなという
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話もあったんですが、それ変更してきたことがあるのか。 

 それと、文化のほうとスポーツのほうと、これをやることでサークルが増えたのか、

そのあたりを教えてください。 

○松岡生涯学習課長 補助金の関係でございます。 

 件数的には、去年６１、令和７年度も６１団体ということで、様式自体が、通常の町

の補助金の様式を使っている関係上、やはり書き方がちょっと難しいということで、要

するに２万円ということですので、２万円を超える部分はもう記載する必要がありませ

んという説明会をせんだってさせていただきました。 

 領収書等につきましても、例えば通帳で確認ができるのであれば、仮に使用料とかで

あれば口座引き落としとかもございますので、それで確認をさせていただきますので、

書き方と、あと領収書については最小限つけていただくというふうに、令和７年度から

はそのような形でさせていただいております。 

○西田委員 本当に、手間をかけんとうこうと思ったら、公民館は無料でやってもらうの

が一番いいと思うんですけれども、小学生、中学生は減免というか、免除するとかね。

それとか１０人以上じゃないと駄目と言ったら、幽霊サークル員をつくろうかみたいな

ことを言いながらの方もいてたりとか、逆に面倒くさいから、もう満たしているけれど

もらわへんという人がいてたりとか、なので、もう少し、ちょっと今利用している人に

本当にどこがどう変わったら、きっと無料にしてくれというのは受け入れてくれへんと

思うけれども、こういうふうにしてくれたらもう少しというような声は聞いてもらえた

らと思いますので、お願いします。 

 それもあって、１つはバスで使うたのは、バスどんだけこれで乗る人増えるか、乗っ

たことで、この次も乗り続けてもらおうという思いもあってやっていましたけれども、

施設の利用支援券を教育委員会ではどれぐらい利用されて、バスについては、バスにつ

いてかな、全体で２割ぐらいかなと、配ったというのが教育委員会ではどんな感じでし

ょう。何枚使うたとかそういう言い方なのかな。ちょっとこのチケットについて答えて

くれますか。 

○松岡生涯学習課長 件数ベースで説明させていただきます。 

 まず、生涯学習センターですけれども、２千７３４件のうち１千１００件が利用券を

使われております。 

 次に、総合スポーツ公園です。総合スポーツ公園については、１万１千２２件のうち
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２千５０５件が利用券を使用されています。 

 あともう一つは、資料館は休館だったので、大道旧山本家住宅ございます。大道旧山

本家住宅の入館料については、６４９人のうち１２件、使用料についても使われておら

れますので、使用料については、トータルで５件のうち１件利用されているという状態

です。 

○西田委員 なかなかこの、教育委員会の施設関係でこういうチケットを使ったから、何

か使いやすさを知って、それでいけば太子の森になると思うんですけれども、このこと

によって利用者が増えたとか、そういう形では見えていますか。そんな見えてきてない

かな。 

○松岡生涯学習課長 一定の効果はあったのかなとは思います。実際、太子の森を利用さ

れている人数も若干増えていますので、そのように理解しております。 

○西田委員 なかなかあのチケットいろいろ言われたので、いいところはまた言ってくれ

たらいいかなと思うので、ちょっとでも効果が見られたんならよかったと思います。あ

りがとうございます。 

 トイレに生理用品、それについてちょっとお尋ねします。これ、今どういう状況にな

っていますか。役場は庁舎にちょっと紙貼ってもらって何かカードみたいのを置いてく

れたんかな、そういう形で、本当やったらトイレに置いてほしいけれども、半歩前進と

いう形やねんけど、学校はどういう感じになっていますか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 まず、山田小学校の高学年、４年、５年、６年生

が入っているフロアのトイレの個室に現在設置してございます。 

 ただ、磯長小学校、中学校のトイレには現在設置してございません。必要なときに保

健室に取りに行く形を取っております。 

 以上です。 

○西田委員 何で置かれへんのかなと思うし、学校施設に生理用品を置いているというと

ころは、市がホームページで、何々市はやっていますというのを、全小学校に置いてい

ますって、それぐらいのちょっと働きかけが太子町にあってもいいんちゃいますか。学

校に任せてて、いや自分ところの子が盗るとか思いたくないですよね。 

 そういう思いではなくて、保健室に来て何かのお話もできたらということもあるかも

しれませんけれども、「ちょうだい」と言いにくいお年頃でもあったりするかと思うの

で、そういうところも配慮してもらって置いてもらいたいと思います。 
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 文科省がコロナの頃に、生理の貧困ということもあって、置くところが増えてきたと

思うんやけど、２０２１年の文科省の事務連絡の４月１４日付で出ているんだけど、そ

こで保健室以外に置きましょうと言って、だから広がってきていると思うんやけど、そ

こからいけば、太子町としても、そんな何も怖がらんと置きましょうよというのを教育

委員会がちょっと主導して言っていただきたいと思うので、お願いします。 

 もう一つ、これもお聞きしたいとしか言いようがないんやけれども、うち中学生、本

当に落ち着いている学校なんでしょうね、ここの太子町の自治体自体が。この非認知の

教育が進んできている中でのことでもあるかもしれませんけれども、高校の進学がいい

ようなお話も聞いてきたんだけれども、でもみんないろいろいいとは思いませんけれど

も、偏差値の中で、学校には勝手にレベルがついててという中で、どんどんどんどん府

立高校が減っているではないですか。言い方は悪くて申し訳ないけれども、大体中ぐら

いの子から下の子が行くところが減っているという感じに見えてくるんです。今回も一

番うちが近くて、交通費や何や言わんで済むんやったら行きやすい懐風館がとうとう３

年連続の中の枠に入ってしまって、美原高校でしょう。それから平野高校もでしょう。

柏原東、長北。前知事の時代から、太田知事時代には西浦、どんどんどんどん。ごめん

なさいね、真ん中からちょっと下って、学校の中で真ん中で言えば、相当学校がなくな

ってきたら、今度はどこ行くのと。そういう府立高校をどんどんどんどん削ることに対

して、懸念することは何かありませんか。うちの子たちどこ行ったらいいのって、高校

授業料無償というたって、先ほど就学援助で入学のお金出しますよと言ったって、足ら

ないではないですか。学校授業料無償になったって私学は買わなあかんのいっぱいあり

ますよ。そういう中で、身近に行ける学校、公立高校がなくなることについて、太子町

としては本当この南河内、学校全部なくなるん違うかというような勢いだから、富高で

もあかんかったんと違います。そういう中で、どうお考えですか。 

○竹井学務指導担当課長 ここ３年のデータを見ましても、懐風館高校の入学者のうちの

約１割が太子町出身者というような現状もありまして、非常に太子中学校にいたしまし

ても、懐風館にお世話になる生徒が非常にたくさんいます。 

 なので、教育委員会といたしましても、懐風館がなくなるということ、募集停止され

るということは非常に痛いといいますか、困るというか、そういった現状にはなってい

ます。 

 今の３年生が、私学の３年間の完全無償化が始まるので、今年度も私学、専門学校、
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専修学校、そういったところの選択肢が増えてくるのかなというのも考えていますし、

昨年度でも、もう私学が６２名で公立が６０名と、公立を私学が上回っているという現

状にもなってきています。 

 ただ、本当に公立高校で、電車を使わないで行ける高校がなくなるということは、太

子町にいたしましても、今の２年生から多くの影響は与えられると、影響があると感じ

ております。 

 以上です。 

○西田委員 本当に大阪府はひどいなと思うんです。やっぱり輪切りで、もう３年連続と

いう勝手にルールをつくったけど、そこの地域から学校がなくなってしまう状況をつく

っていいのかということは問われるんやけれども、それでも進めていくんや。よほど変

わらない限り。 

 そんな中で、うちの子たちは電車に乗って遠いところに行かなあかんようになってき

て、もしかして大和川越えて行かなあかんようなってきて、そしたら交通費はすごくか

かることになるから、今からちょっと考えておいてくださいね。定期代補助を出してい

るところ。民間の私鉄であってもね、そういう自治体もありますから、それぐらいのこ

とに手を出していかんと、なかなか、学ぶ機会というのが失われるかもしれませんので、

府がやっていることやから仕方ないねではなくて、その先にうちの子たちがどうなるか

ということを考えてもいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 非認知能力というキーワードをはじめにして、幼小中の一貫教育に取り組ん

でこられているというふうなことで、この３年間でできてきたことというんですか、あ

る程度総括について教えていただけたらと思います。 

○竹井学務指導担当課長 太子町では、子どもたちの確かな学力、豊かな心、健やかな健

康を育んで個々の可能性を最大限に伸ばすということを目標に、町立幼稚園から中学校

までの１２年間の学びを非認知能力というキーワードで連続的に結びつけてきました。 

 令和４年度からですから、今年度４年目を迎えることになりまして、第２期として、

今年度はステップアップしていっております。 

 令和４年度から６年度の３年間で大事にしてきたのは、子どもを主語に考えるという

視点です。子どもたち一人ひとりが幸せに感じて生きていける、そういった力を自分で

つくり出せるようになることを目指してきました。 
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 そのために必要となるのが、自ら考え動き、相手を大切にできる力、太子町ではこの

力に重点を置いて非認知能力を重視してきました。 

 非認知能力という言葉が難しいので、幼稚園では笑顔の根っこ、小学校では心の力と

いう言葉を使って取り組みを行っています。 

 第２期が始まる今年からは、キーワードといたしまして、授業でも育む非認知能力と

いたしまして、学校生活の大半を占める授業で、子どもたちにどのような力をつけさせ

たいか、授業者が意識をして、そこで感情が動くような仕掛けを行って、学習への意欲

を高めていくことを町全体の取り組みとして進めております。 

 成果、３年間の調査結果での成果では、諦めない力、自分を調整する力というものが

大きく向上してきました。困ったときに友達に助けを求めるであったり、新しいことに

挑戦するといった積極的な意見、アンケート結果でも見られるようになっております。

特に学校が楽しいと感じる子どもの割合が、「強く感じる」という強肯定の割合が、令

和４年度では２７％であったのが、令和６年度には４７％に増えております。今年度実

施した学力調査の令和７年度の調査でも、全国平均が大体４５％に対し、中学校でも５

３.７％、小学校でも、全国約５０％であるのに対し６２％というような、学校が楽し

いと感じる、強く感じるといった意見が多く見られることが成果かなと感じております。 

○斧田委員 どうもありがとうございます。 

 本当に非常に難しい取り組みだと思います。学校だけでは駄目で、地域も取り組んで

というふうなことも新たにやられているというふうな話も聞かせてもらっていますし、

これから先、本当にテストの点数だけではなくて、本当に生きていく力をつけていただ

くということで、これからもぜひ頑張っていただけたらと思います。どうもありがとう

ございます。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 今回、太子町教育委員会点検・評価報告書、この時期に出していただいてあ

りがとうございます。 

 どこでどう言うたらいいのと、いろいろ変わりますというのを、これだけ部厚いのが

薄っぺらくなったら嫌よみたいなことを言いながらだったんだけど、見やすくなったと

思います。 

 でも、非認知能力をこれだけというのを、それはどこに表れているかと言うたら、１

個ではないよね。きっと。そういうのがちりばめられているんやったら、それでちょっ
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と少し頁を取るか、そこをぐっと押し出してもらいたいし、それと一緒になるんかどう

か分かりませんけど、特色ある学校づくりに出ているお金、今、特色あることを言わは

ったと思うんやけれども、そういうのを学校ごとのに入れてくれるとか、もう少し変え

てもらったらよりよく分かるんかなと思いますけれども。これ見ながら、できたのでよ

かったと思います。 

 こういう中で、今そんなもん載っているんですか。学校が楽しいと思っている子が増

えていますって、ここ見てくださいというの。そういう、やっぱりせっかくやから、私

も自慢したいので、自慢できるようにしてもらって、ここをちょっと言ってくださいね

みたいなふうにしてもらったらいいかなと思います。 

 また、広報にもずっと続いているので、あれで、なかなかそれでちょっと分かりづら

いんですが、みんなに知らせるというところでも頑張っていらっしゃるなと思っていま

す。感想を今言っちゃいましたけど。 

 それと、最後に、私のほうから給食費。給食費４千５３６万７千６０円と、これ今日

言ってくれたのは幼稚園だけか、副食１０６万４千５００円、これ幼稚園、やわらぎさ

んかな。そういう意味で言ったら、４千５３６万７千６０円が太子町が給食費無償化に

使っている分ですよということになるんですか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 はい、委員おっしゃるとおりでございます。 

○西田委員 もう少し、出始めのとき、５千万、６千万かかるかのような話もあったかと

思うんですけれども、就学援助とかありますしとか言いながら、児童数も減っているの

か、この金額なのかなと思うんですが、子どものためという中では、割にお金が使って

いる太子町のいい施策やと思っています。 

 ただ、これ、大阪府内で給食費どうなっていますかと言ったら、無償になっていると

ころが少ないではないですか。一部負担とかあるけれども、無償になっているところ、

この近所だったら千早赤阪村とかが河南町とかは恒久的と書いてあるんですけど、太子

町の給食費も恒久的ですよね。私はそう受け取っていたんですけれども、どうなんです

か。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 実際、現在、ふるさと納税のほうを財源として無

償化を実施してございます。 

 やはり無償化につきましては、保護者の方々、それともちろん子どもたちもそうなん

ですけれども、喜んでいただいている事業というふうに考えてございます。ですので、



－１５９－ 

やはり財源が、やはり確保すべきものでございますので、ある一定その辺の状況を確認

しながら、引き続き無償化は続けていきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○西田委員 町長、やっぱりこれ恒久的ですと言うたらあかんの。これずっとやってくれ

ると思っていたんですけど。その中でこれやっちゃったから、保育の無償化も時間見な

きゃいけないし、やってほしい子どもの医療費無料も全部載せたら大変やという中やけ

ど、給食がベースにあると思ったんですけど、大阪府が調べた中に恒久的が入ってない

のが、残念だけど、いや書いてもらっていいですよと言っていいの。 

○田中町長 そもそも導入のときの話もさせてもらったんですけれども、非常に大切な事

業であるから行うというところなんですけれども、極端なことを言いますと、そしたら

給食費は無償になったけれども、町の財政が破綻しましたよと。そういうことになると、

これは本末転倒ということですから、常にやっぱりそういう財政状況を見ながら判断す

るということですけれども、今の段階において、給食費を来年やめる、再来年やめると

いうようなことは全く考えてないです。 

○西田委員 それでいったら、基金もようさんあるし、少なくとも町長が生きている間、

町長やっていたら大丈夫だと思うので、恒久的って次の町長がもう何でもかんでも削る

ような人やったらなくしますと言うかもしれませんけれども、やっぱり言いたいじゃな

いですか。河南町も千早赤阪村もずっとやりますと言っているのに、ずっとやりますと

言えないのはちょっと残念なので、ちゃんと書いてもらおうと思うんですが、書いたっ

て問題ありませんよね。恒久的と書いて。 

○田中町長 町の公式見解として恒久的にやりますとまでは言えないのかなというふうに

思っております。個人的には続けていくつもりですけどね。そやから、町の方針として、

それこそ恒久というと、そこはちょっと違うのかなというふうに思います。 

○西田委員 そういう意味でいくと、このコロナとか物価高騰の中で重点とかを利用しな

がら、太子町も最初１学期だけ、２学期だけ。そういう流れでまだやっているところも

あるんです。物価の高騰のときやから使いましょうというところは、恒久と書いてない

んだけれども、うちやっぱり施策として上げているので、そんな来年はどうなるか分か

りませんよということでないのであるならば、使い方がきっとそういう意味やと思うん

です。 

 正直やから、未来永劫ってよう言いませんという話かもしれませんけれども、片方で、
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国がもしかしたら給食費無償なりますとかいうのもあるので、今、差し当たって１０年

間はそんなことなれへんよと思うのであれば、遠慮なさらずに恒久的と言ってください

と言っていいと思うんですけど、また、お考えいただけたらと思います。要望しておき

ます。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

 ないようではございますので、ちょっとここでまた私ちょっと数点ちょっと質問させ

てもらってよろしいでしょうか。 

 では副委員長と交代します。 

○早瀬副委員長 村井委員長。 

○村井委員長 すみません。ちょっと数点なんですけど、さっき午前中の会議のところで

もちょっと私、同様の質問させてもらったんですけど、教育委員会関係の町内の注意看

板というか、注意啓発看板、もしくは横断幕といったところのことがあちこちあって、

傷んでいるところもあるので、その辺のところの再整備、点検というたところも実施し

ていただいて、必要なところにはしっかりと設置してもらうということどないやろうと

いって聞いたんですけど、一応、教育委員会の見解といったところで教えていただけま

せんか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 やはり子どもたちが通学する道路にも、そういう

横断幕であったり注意喚起の看板を設置させていただいております。 

 今おっしゃったように、傷んでおるとか、例えば、看板が破壊されたとかという事実

も実際ございます。ですので、その辺、見回りさせていただいて、いきさつと状況のほ

うを確認しながら設置をさせてはいただきたいんですけれども、ただ、そこは関係課と

一緒に動きながら修復等させていただけたらなというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○村井委員長 そういうところで、点検していただいて、また必要なところには設置して

いかなあかん。今、設置されているところで見かけるのが、当時の児童、また、当時の

ＰＴＡ役員さんなんかが一緒につくったんやと思いますけど、そういうなんがもう長年

設置されたままになっていて、ちょっと朽ち果ててきているところもお見かけするとこ

ろも何か所かありますし。 

 ただ、点検して再設置するときには、やっぱり児童生徒の皆さんと一緒に、やっぱり

そのつくることによって地域の学習、地域にどういうふうなところが危ないところ、交
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差点があるんやとか、これがまた、防災教育につながったりすることもあるんでね。た

だ単に設置するではなくて、また、その設置の仕方、まず、地域を知るということがこ

のまちづくりの全て最初第一歩だと思っていますので、また、その辺のところも考慮し

ながら進めていただきますようお願いしときます。 

 続けてすみません。今日、たしか大阪・関西万博に磯長小学校の遠足で行かれている、

なかなかの悪天候の中でやったと思うんですけど、２日前は中学校が今度は暑い中での

大阪万博やったら中々日陰もなく大変やったんやなと思って、中学校の生徒にちょっと

感想を聞いたら、やっぱり暑かったと。７０年万博は人が多かったという感想が、やっ

ぱり子どもたちのところからあったかもしれません。今回２５年大阪万博は暑かった。

それと、広かったという、ちょっとこんなのを聞きましたし、これが２５年大阪万博の

子どもたちの感想の最初に来るところなんかなと。 

 ただ、その暑かったと言うたところで、日頃の中学校の水筒とか持っていかれるとこ

ろの水分補給のところの、補給といったところのことはどういうふうにやっている状況

があるのか教えていただけませんか。 

○竹井学務指導担当課長 基本、個人で各自で水筒を持ってくるということが基本となっ

ておりますが、足らなくなれば学校でペットボトルを用意しておりますので、それを売

るという形で、購入という形で補給をさせていただいております。 

○村井委員長 水筒持っていきます。全部飲んじゃいました。足りへんから、ただ、やっ

ぱり、ペットボトルの水を買いに行くということになるんですかね。 

○竹井学務指導担当課長 学校のほうで水のペットボトル、５００ミリのペットボトルを

用意しておりまして、それを売るという形です。 

○村井委員長 １つ、私らの時代は、体育館の横に冷水器がね。冷水器の思い出と言うた

ら、最初は冷たいんだけど、飲み続けたら最後ぬるくなってきてね。やっぱそういう思

い出があって、今、冷水器のほうももう撤去されてないのかな。 

 ないといったところで、生徒の皆さん、特に運動部の部活されてる生徒の皆さんにお

いては、やっぱり水分補給したというても、次、購入してペットボトルをと。 

 また、そのペットボトル、今度は販売しているのは多分先生がやっているのかな。や

っぱりそういうところのこともありますしね。軽減といったところで考えたら、やっぱ

りそういうところの、補給のできるような環境整備というのは必要だと思うんですけど、

その辺お考えあるのか教えていただけませんか。 
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○竹井学務指導担当課長 他市などでも自動販売機を設置したりとかもあって、そういっ

たものも検討の中で、水の購入というような形を取っているわけですけれども、昔のウ

ォータークーラーでしたらそういった衛生的なところで指導が入ったり、撤去されたり

というところですけれども、また、そういう衛生的にクリアしているものであったりと

か、そういったものがあれば、学校のほうも非常に検討するというか、ありがたいとい

うか、助かるものであると考えております。 

○村井委員長 先ほど大阪・関西万博の話をさせてもらいましたけど、私、会場に行った

ときに、今回のは、吉村知事も空飛ぶ車とか自動運転バスとかという、そういうインフ

ラのところの目玉と言ったらいいんですかね。 

 例えば、地域ということでは、だんじりのああいうのも、この万博ならではの１つの

大きな事業、この南河内地域、大阪については事業やったと思います。 

 ただ、私が会場に行ったときに、これすごいなと思ったのがあの給水スポットなんで

す。これ無料、やっぱりこれＴｈｉｓ ｉｓ Ｊａｐａｎやなと思ってね。これ、海外

やったら考えられへんでと。やっぱり日本の文化の１つであって、やっぱり外国の方も

多分びっくりされているかと思うんですね。そこで無料の水が飲めるみたいなね。やっ

ぱりああいうのも大阪・関西万博を契機に、そういう給水スポットというのも、ちょっ

と導入の大きなきっかけとしていったら、この大阪・関西万博に参加したということも

生きてくるかと思うので、また、その辺のところも前向きに検討してもらいますようお

願いしておきます。 

 すみません、続けて、先ほどの部活動のちょっとお話で、運動部といったところの水

分補給の話させてもらったんですけど、今、この前からもちょっと聞いていますけど、

昨今の部活動の運営の方向性、各市町村によってはちょっといろいろなやり方、特徴あ

るやり方が運営していくといったところの方針が出ているかと思うんですけど、太子町

としては、今のところ、中学校の部活動に対しての方向性というのはどのようにお考え

なのかを教えていただけませんか。 

○竹井学務指導担当課長 部活動の在り方に関しまして、部活動は異年齢交流の場であっ

たり子どもの多様な学びの場として、特に非認知能力というものも育まれ、重要な場と

して考えております。 

 あと、教員の働き方改革であったり、時間外勤務時間の削減が求められている今、部

活動の在り方についても、教育委員会のほうでも検討しています。 
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 太子町では、今現在ですが、休日などの時間外勤務の削減に向け、複数人顧問体制、

大体１クラブ３から４名を配置するような形に向けて部活動指針というものを定め、適

正な部活動数に取り組んでいます。他市では同じ市内で拠点校方式、例えばある中学校

に剣道があったら、ほかに剣道部がない学校の生徒たちはそこの学校に集まるであると

いった拠点校方式や、野球部とかで人数が足らなかったら合同チームを組んで試合に出

るという合同部活動というものを実施したり、大きな市といいますか、ほかの市では全

面的に地域展開を進めておりまして、学校での部活動を廃止する市や、例えば勤務時間

内は部活動として活動して、勤務時間、例えば５時までが勤務時間であれば５時までが

部活動、５時を過ぎたら一旦先生が退勤をして、地域のクラブチームとして活動すると

いった地域展開に向けて舵を切られている市なんかもあります。 

 ただ、太子町といたしましても、この部活動の地域展開の実現に向けて体制を整えて

いく必要があるんですが、やはり部活動、地域展開するに当たっての地域の資源の数で

あったり、指導員の人員確保など、様々な課題があります。近隣の町村、太子町と同じ

規模の市町村からの情報等を共有し合って、他市の動向も注視しながら、部活動地域展

開を進めていきたいと考えております。 

○村井委員長 その辺のことを、私も運動部入っていましたけど、やっぱり体力づくり、

今で言うたら精神鍛錬とか言ったらちょっとおかしいかもわからないですけど、やっぱ

そういうところの目に見えないところの、部活動やっていてよかったなと、やっぱり中

学校卒業して高等学校進んでいく、また社会人になっていく中で、その習っていたこと

がまた次のステップアップしていく社会の中で、また仲間ができたりいろいろなところ

で効果が発揮できるかと思うので、できるだけ、部活動、また、その費用の部分もスポ

ーツ関係に費用がかさむスポーツもあると思うんです。だけど、その辺のところもしっ

かりと公教育というたところでカバーしていただけて、運営してもらいますようにお願

いしておきます。 

 もう１件いいですか、続けて。頁の１８３頁、１８５頁。先ほど䭜本委員からもちょ

っとご指摘あったんですけど、歴史資料館の維持管理事業のところで、大規模な老朽化

対策改修ということで、私たちも視察行かせていただきました。いろいろエアコンのと

ころとか以前から指摘させてもらったところが改善されて、快適な、また、その中の職

員さん、学芸員さんのところもそういう対応がなくなった、また、トイレのところもそ

うですけど。 
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 ただ、私が行かせてもらったときに記憶しているのが、私は前からもこれ非常に大事

ですよ、この太子町のまちづくりにこの「もの」というか、大事ですよ、これめちゃめ

ちゃ大事なんですって、これ基本なんですと言ってるタイムトラベル、歴史タイムトラ

ベルの、あのテレビの画面のあれなんですけど、あれ故障と多分なっていたと思うんで

すけど、あれ、故障ですかね。不具合ですかね。 

○松岡生涯学習課長 タイムトラベル、マジックビジョンなんですけれども、工事期間中

ちょっと止まったり動いたり、止まったり動いたりというような状況でございました。 

 視察をいただいたときにはもう故障という状態になっています。 

 この機械なんですけれども、これも歴史資料館ができた当時に作ったものになるので、

先ほど言いましたように３２年ほど経っているので、修繕するに当たってもできるかど

うかもちょっと分からない状態です。 

 ですので、内容はよくできている内容ですので、また、ちょっと違った方向でも考え

てみたいと思います。例えば、学生さんの意見を聞いたり、大学とも連携しているとこ

ろもございますので、そのようなアイデアもいただきながら、マジックビジョンに代わ

るというんですか、に近い内容のものをちょっと考えていきたいとは考えております。 

○村井委員長 たしか私もあれ動いてたようなんやけど、この前行ったとき、完全に故障

ってなっていたんです。建物自体がせっかくリニューアルされて中の１つのコーナーと

言うたらいいんか、テレビのああいう画面なんですけど、ただ、先ほどちらっとおっし

ゃったように、あの中の内容というのはすごく大事なんですよ。太子町のまちづくりに

ついて。やっぱり太子町のまちづくりの大前提は、この太子町の歴史を知ることなんで

すよね。この歴史を知らんかったら太子町のまちづくりを語っても駄目なんですよね。

やっぱりあれを住民さんに、来訪者さんに、いかにこの太子町の歴史を知ってもらう１

つのきっかけの大きなものなので、私も実写版、中々実写版的な珍しい、テレビの中で

実写が動くみたいな、なかなか珍しい。当時作られた方もかなりの思い入れがあって、

当時の技術としてはすごいなと言っていたんかもわからないんですけど、今はデジタル

いろいろな中でやっぱりアニメというのがすごく普及、世界的にもディスイズ日本、ジ

ャパニーズアニメみたいのが発信されていて、やっぱりそういうところで、アニメとい

うようなところでいったら、さっきちょっとご答弁ちらっと大学言うたところでもあり

ましたけど、横の大阪芸術大学さん、塚本学園さんとしっかりと包括連携協定、たしか

太子町、私の記憶では太子町と大阪芸大さんと包括連携協定はまだ結ばれてないかと思
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うんです。その中で１つ、まず、その学生の力なり、アニメのところでちょっと技術提

携をまた一緒にそういうようなまちづくりしていきましょうというようなきっかけでも

いいと思うので、また、その辺のこともやってもいいと思います。私やったら太子町役

場の１階でずっと流しっ放しにするんですけどね。来訪者さんでなくて、あの映像は太

子町住民がまずみんな見やなあかん映像やと思うので、その辺のところも力入れてもら

いますようお願いします。 

 続けてなんですけど、１７７頁、最後のくだりに参ります。総合グラウンド、スポー

ツ公園の中の総合グラウンドなんですけど、最近、総合グラウンドの利用者さんから今

日みたいな雨、今日みたいな雨やったらちょっと降り過ぎですけど、開設当時はそうで

はなかったけど、最近、よく水たまりができるんだといったところのご意見がようある

んです。私の記憶でも、当時できたときは水はけが良くて水がたまれへんなんか勾配と

かいろいろやっていたと思うんですけど、当時知ってはる方が最近なんかえらい水たま

りができんやということのご意見がちょっとありまして、その辺のところの整地と、グ

ラウンドの周りの側溝の中の堆積土砂と言ったらいいのか。あれの撤去とか、そういう

計画があるのかないのか、また、そういうところの検討入られる考えがあるのか教えて

いただけませんか。 

○松岡生涯学習課長 グラウンドのほうの水はけが悪くて水たまりができるという話は聞

いておりますので、今のところ予算的には措置しておりません。 

 ただ、委員もしくは住民の方からの意見もございますので、今後ちょっと検討させて

いただきたいと考えております。 

○村井委員長 スポーツ公園の周りにある側溝、あのコンクリート蓋は結構重たいもんや

けど、例えば土を上げるのもみんな子どもたちと一緒に保護者、私は関係者と一緒に、

一緒にみんなで土取るよというのはすごくいい共同事業だと思いますし、やっぱり、日

頃使っているところをみんなで維持管理していく、役場任せにするんではなくて、やっ

ぱりそういう１つの取り組みもなかなかいいんではないかなと思いますし、進めていた

だきますようお願いしますのと、また、総合スポーツ公園全般についてのアンケートを

実施されてたかと思うんですけど、その中でも声がそんなに多くはなかったと記憶して

いるんですけど、総合スポーツ公園に、のってこバスの路線延長、新規路線になるんで

すけど、そういうところの声は私とこの周りにはちょっと前から以前からあるもので、

そういうところの総務部局との調整というのはすごく大事やと思うんですけど、それに
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基づいてアンケートも取ってられたかと思うんですけど。 

 ただ、午前中の会議にもありましたように、途中にやっぱり民間の温浴施設があった

り、私が１つ、これからの太子町の玄関口はそこや言うとるろくわたりの二上山の登山

口があったりね。やっぱりそういう道中にはそういう拠点となり得るところを、今、観

光拠点としていかなあかんところありますでしょうし、今日午前中のところでは町道の

売払いのところでなかなかうまいこといかへんかったというような説明をございました

し、やっぱそういうところからしっかりと、ただバス路線を走らすだけではなくて、考

えていったら、やっぱり総合スポーツ公園行きというバス路線は必要ではないかと思う

んですけど、教育委員会として今の現段階のお考えを教えていただけませんか。 

○松岡生涯学習課長 現在は、車、バイク等で来られている方が多数おられるということ

で、もし総合スポーツ公園行きのバスができたとすれば、また利用される方も増えるの

かなというふうには考えております。 

○村井委員長 例えば、前のチケットなんてバスで使って、施設で使ってみたいな、うま

いこといけるんやな、もしあったらねとは思いながら。 

 ただ、やっぱりそういうふうに教育関連施設だけではなくて、その前に観光関連施設

がいつもやったら埋もれてた、ろくわたりの二上山登山口というようなところの、これ

から観光部局でどういうふうに絵を描くことによってその路線が活きてくるのか、利用

者が出てくるのかというのは大きく変わってくる可能性が私はあると思っていますので、

また、その辺のところも、総務部局との調整になるかと思うんですけど、お願いしてお

きます。 

 また、それと同じようなことで、続けて、質問最後させてもらいます。 

 私もこれずっと言ってます。今日の午前中の会議でも何名かの先生方からも同様の質

問ありましたけど、スクールバス、以前からちょっとお話しさせてもらっていますスク

ールバスの運行についてなんです。午前中の旧の美原太子線、歩道のラインに、もしく

はそういうところの、先ほどの音のところとか、いろいろ危ないというようなところの

ご意見が出ています。 

 また、これ、山田地区においては、ちょっと距離のある地区からずっと歩いてきてい

るというようなところのこともあります。そこにはのってこバスがあったり、太子春日、

太子地区にはふるさとバスの近鉄バスさんが運行していただいて、やっぱりそういうふ

うな相乗的な活用をすることによって、この公共交通というのも生きてくると思います
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し、先ほどの部活と一緒で、私たちやっぱり太子町に住んでたらやっぱり公共交通機関

を使うということが、どうしてもスタートが遅れてしまう町だと思うんです。乗り方や

ったり切符の買い方だったり、運賃の払い方、車内のモラル、マナーとかやっぱりそう

いうところの、小さなときから、児童生徒のときから学ぶということで、また、ふるさ

とバス、のってこバスが生きてくるかと思うんですけど、そのスクールバスについては、

現時点ではどういうふうにお考えなのか教えていただけませんか。 

○武部教育総務課長兼学校給食Ｃ所長 子どもたちの通学中の安全確保につきましては、

社会全体で取り組むべき重要な課題であるというふうに認識してございます。 

 スクールバスの導入というのが有効な手段の１つであるのかなというふうには感じて

おるんですけれども、現在のところ、スクールバスの導入につきましては、検討のほう

はしてございません。 

 以上です。 

○村井委員長 先ほど西田委員から指摘ありましたように、通学定期というところの支援

といったところ、それと、スクールバスを運行するというところに、今現時点で国の支

援がないとは思えないんです。何らかの国の、もしくは大阪府さんの支援というのがメ

ニューがあると思うんです。 

 やっぱりその辺のところの財源というのがある、しっかりとしてあるならば、やっぱ

りそこはもうやっていくべき、危ないと言われているところを歩いてくださいというの

か、いやいや別の代替のちゃんと機関を設けますよというのが本当責任のある行政の対

応やと思うので、危ないから危ないからと言われて、いやなんとかしますなんとかしま

すでずっとこれ繰り返しの中で、子どもたちは毎日そこを歩いているわけなので、やっ

ぱそういうところの抜本的な考えをガタッと変える必要があると思うんですけど、また、

その辺のところを要望に届けまして、私の質問を終わります。 

○早瀬副委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○早瀬副委員長 ないようでございますので、村井委員長と交代いたします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、教育委員会関係についての質疑を終わります。 

 これで令和６年度一般会計歳入歳出決算認定についての質疑は全て終了しました。 
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 それでは、討論に入ります。討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○西田委員 認定第１号、令和６年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、反対の

立場で討論を行います。 

 歳入６７億２千８８８万４千８６５円、歳出６７億１千７９２万６千７２５円。歳入

歳出差引額１千９５万８千１４０円の黒字、実質収支額は４４８万１４０円の黒字、実

質単年度収支は赤字となっていますが、積立金現在高は前年度より３億円以上増え、３

７億１千４５０万９千８６３円になっており、健全な黒字財政になっています。 

 令和６年度は、のってこバス新規購入、空家バンク制度の改善、保育の無償化拡大、

学校トイレ改修を着々と進めるなどの前進面に対し、評価させていただきます。 

 しかし、コロナ禍からようやく通常を取り戻していく最中、府が多額の府費を使って

カジノを目的とする万博を太子町としても推進する立場から、職員さんは万博関連の新

たな仕事が増え、忙しくなりました。一般会計からの支出も増えることになりました。

職員さんは、なかなか適正とされる人数を確保できない中、退職者が予定の３人から５

人、町長選挙、町議会議員選挙、衆議院選挙もあり、観光推進のイベントだけでも５４

回、そこに万博推進のための営業のようなイベントなどが重なりました。残業代が増え

るのは当たり前の状況です。監査委員の決算意見書に、安定した住民サービスの提供と

質の向上に引き続き取り組まれることを要望すると書かれていますが、安定した住民サ

ービスも質の向上にも、職員さんが健康で住民福祉の増進のためにこそ働ける職場環境

が大切です。大地震や豪雨災害などに対応するにも、職員さんの力が必要とされていま

す。人員不足を非正規職員で補うのではなく、正規の職員をきちんと増やすことを求め

ます。 

 物価高騰で住民の皆さんの暮らしは本当に大変です。国の新型コロナウイルス感染症

対策事業及び物価高騰対応重点支援事業として、太子町には２億８千２８６万４千円が

入ったわけですけれども、国の支援策の範囲内でしかなく、太子町独自の一般会計を補

って支出しての物価高騰に対する支援策がありません。大阪府で統一された国民健康保

険料は、全国一高い保険料になっています。介護保険料も高額、上下水道料金も高い。

高過ぎる国民健康保険料、介護保険料、上下水道料金を引き下げてほしい。これが住民

の皆さんの声です。町独自に減免制度をつくることができないか、調査研究を深めてい

っていただきたいと思います。 
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 公共交通は、まだまだ便数が足らず、料金も２００円と高額で、乗りたくても乗れな

い状況にあります。もっと住民の皆さんにとって便利な公共交通とすることを求めてま

いります。 

 また、南河内２町１村未来協議会の動きも水面下で進められているような状況の中、

平成２５年度には南河内基礎自治機能充実強化協議会と、更に規模を大きくした協議会

ができました。太子町で、基礎自治機能の充実強化に関するシンポジウム「地域の未来

を考える」を開催するという案内が他市でされているのに、太子町議会や職員さんにも

知らされずに、広報に掲載して事足れりという状況は、あまりにも議会軽視としか言い

ようがありません。住民代表の議会を軽視する姿勢は、住民軽視ということです。地方

自治の本旨に沿った町政運営を求め、反対の討論といたします。 

○村井委員長 ほかに討論はございませんか。 

 討論を許します。 

○嚨本委員 認定第１号、令和６年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の

立場で討論を行います。 

 本決算は、歳入総額が６７億２千８８８万４千８６５円、歳出総額が６７億１千７９

２万６千７２５円、実質収支は４４８万１４０円の黒字決算となっています。 

 歳入では、市町村民税、固定資産税は減収となったものの、地方交付税、国庫支出金、

府支出金の増収により、町全体として３億５千３６７万９千１５４円の増収となってい

ます。 

 また、特定財源である地方債及び基金を効率的に利用するなど、令和６年度において

も財政調整基金を取り崩すことなく、財政運営に必要な財源の確保に工夫と成果が見ら

れました。 

 一方、歳出では、地方公共交通において路線の再構築や運行車両２台を新たに購入す

るなど、安定的な交通基盤の確保に取り組まれたほか、能登半島地震への応援職員派遣

で得た経験を踏まえ、災害発生時の生活環境の改善と衛生管理の必要を考慮し、携帯ト

イレの備蓄を行うなど、更なる防災力の強化に努められました。 

 また、がん治療に伴う医療用の補正具の購入費用を助成することにより、治療と就労

や社会参加の両立を図り、療養生活の質の向上を支援する事業を開始するとともに、こ

れまで実施してきた学校園給食費無償化に加えて、第２子目以降の保険料無償化を新た

に開始するなど、子どもや子育て世帯への経済的、社会的支援の充実も図られています。 
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 今後、人口減少や物価高騰など社会課題による行財政運営への影響が懸念されるとこ

ろではありますが、持続可能な安定した行財政基盤づくりのための自主財源確保と、住

民誰もが安心して暮らせる魅力あるまちづくりに努められることを要望して、賛成討論

といたします。 

○村井委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○村井委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 認定第１号を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立５名・反対２名） 

○村井委員長 起立５名、反対２名、賛成多数でございます。 

 よって、認定第１号、令和６年度太子町一般会計歳入歳出決算認定については、原案

どおり認定することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 よって、これにて委員会を閉会させていただきます。 

 本日はどうもご苦労さまでございました。 

午後 ３時４２分 閉 会 

                                        

太子町議会委員会条例第２７条第１項の規定によりここに署名する。 
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